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国は、30 年近く前のふるさと創生を嚆
こう

矢
し

に、手を変え品を変えて地域の活
性化に取り組み、最近でも、東京一極集中の是正を旗印に、地方創生が唱えら
れている。しかしながら、東京一極集中は依然として解消されず、地域活性化
のはっきりとした成果は現れていない。

その一方で、各地域では、独自の工夫の下、様々な取組みが積み重ねられ、
局所的には地方創生の成功事例といってよいものが散見される。これらの事
例の中には、全国的に知名度の高いものもあるが、あまり知られていないもの
も多くある。後者に光を当てることが、全国各地で地域活性化に取り組む者に
とって、今後の活動のヒントになると考えた。これが本書執筆の動機である。

本書が対象とする読者は、全国の地域づくり、地域活性化、地方創生等に従
事する自治体職員、NPO 職員、農協等の公的団体の職員、任意団体のリーダー
等である。地域づくりにおいて困難に直面している者や、これから地域づくり
を始めようとする者は、本書の各章で詳述されるエピソードから示唆を得るこ
とができるであろう。

また、本書は、地域づくりに関連する授業の教科書や副読本として利用され
ることも想定している。地域づくりについて学び、地域に貢献したいと漠然と
考えている学生は少なくない。本書では、地域づくりの考え方だけでなく、現
場での出来事を具体的に知ることができる内容となっており、卒業後の行路を
考えるきっかけとなるであろう。

本書の執筆にあたっては、現場で活躍されている方々に、それぞれの経験を
踏まえた地域づくりの秘訣の伝授をお願いし、それを受けて、現場での活動を
調査してきた研究者がその内容を整理している。本書で取り上げる事例は、中
国地方に限定されているが、その内容は全国各地に応用可能である。

近年、地域づくりに関する事例は、インターネットから入手可能なものが
多く存在する。しかしながら、インターネットから得られる地域づくりに関す
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る情報は、成功した結果を強調するとともに、情報が断片的である。成功まで
の道程で、当事者たちは多くの困難に直面し、現場で奮闘し、失敗を経験して
きている。こうした情報が得られる点に、本書出版の意義があると確信してい
る。

本書は 2 つの部から構成される。第 1 部「地域づくりを支える政策」では、
国や各地域における行政の立場から、地域づくりを支える政策が取り上げられ
る。

各章の要約は以下のとおりである。
まず、第 1 章「地域おこし協力隊の理想と現実 ── 東京一極集中・失業対

策から地域活性化対策への変容 ──」では、地域おこし協力隊に関する政策
の変容が取り上げられる。近年、地域おこし協力隊員は、全国各地の地域づく
りを担う存在として注目されており、成功事例も多い。一方、政策評価の観点
からは厳しい目が向けられる。本章では、当初の目論見とは異なる形で地域お
こし協力隊の政策が維持されていることが指摘され、地域づくりの根幹に関わ
る問題提起がなされる。

第 2 章「大卒女性にとっての地方移住・定住と仕事 ── 長期定住までのプ
ロセスと仕事との関係性 ──」では、埼玉県から岡山県に移住した一人の女
性に焦点を当て、移住・定住し、仕事を獲得するまでの過程が詳述されている。
そこでは、女性が移住と定住を決意する際に、多様な要因が関係していること
が明らかにされる。特に、地域おこし協力隊としての活動を通した人脈と経験
が、その後の起業と定住の基礎を築いていることがわかる。

第 3 章「地方創生とアートティスト」では、アーティストとしてのキャリア
形成と地域社会への貢献の両立の困難さが議論される。アーティスト・イン・
レジデンスといった地域社会に根ざしたアーティストの活動には、都市圏に
おけるアーティスト活動とは異なる障壁が存在するため、行政による支援だけ
でなく、地域社会からの理解が必要となる。本章では、近視眼的な成果主義や
アートへの無関心などが、地域社会におけるアーティスト活動を困難なものに
させていることに対して警鐘が鳴らされる。
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第 4 章「県境を越えたボトムアップでの広域観光連携 ── 鳥取中部圏域お
よび岡山・蒜山地域 ──」では、鳥取県と岡山県の 6 市町にわたる広域観光
連携が持続してきた要因が考察される。当該地域における連携は、古くからあ
る地域間のつながりを背景に、相互補完的な観光地として、連携枠組みを柔軟
に活用してきたことを特徴とする。通常、自治体の範囲を超えた広域連携には
困難が伴う。本章では、広域観光連携が持続してきた要因が解き明かされる。

第 5 章「学校運営能力向上のための取組み ── 学校事務職員が学校運営に
参画するために ──」では、公立小学校、中学校等における働き方改革を背
景に、学校事務職員に求められる学校運営能力について論じられる。前章の広
域的視点とは異なり、組織内部に焦点が当てている点が対照的である。学校運
営という組織管理の視点から、地域づくりにおける人的資源管理だけでなく、
協働のあり方に対する新たな視座が与えられる。

第 2 部「地域づくりに向けた取組み」では、各地域において実際に地域づ
くりを担ってきた当事者の視点を中心に、それぞれの取組みに焦点が当てられ
る。

各章の要約は以下のとおりである。
第 6 章「かのさと流ツーリズム ── 農山村の宝が輝くとき ──」では、中

国・四国地方におけるグリーンツーリズムの先駆けである岡山県新見市のかの
さと体験観光協会の約 18 年間の記録が綴られる。当事者ならではの観点から、
都市農村交流における光の部分だけでなく、影の部分の詳細な描写が特徴であ
る。地域づくりに従事しようとする者にとって示唆に富むエピソードが多く盛
り込まれている。また、行政側からの関わり方についても示唆的である。本章
には、地域づくりに取り組む上での心構えやヒントが凝縮されている。

第 7 章「鷺島みかんじまプロジェクト──対話を通じた地域の素材開発──」
では、瀬戸内海に浮かぶひとつの島の活性化プロジェクトが取り上げられる。
島のブランディングを基礎として、地域特産物の商品開発だけでなく、イベ
ント開催等によって観光客を迎え入れるための仕掛け作りが丹念に蓄積されて
きたことにより、住民主体による島の活性化が実現していく。この過程におい
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て、プロジェクト内外でのコミュニケーションがいかに重要であったかが強調
される。本章では、きれい事では済まされない地域づくりの本質を垣間見るこ
とができる。

第 8 章「日生カキオコ物語 ── 楽しみながらまちづくり ──」では、カキ
産地のご当地グルメであるカキお好み焼きのプロモーション活動にまつわる物
語が回想される。お好み焼き店に対する調査等、地道な活動にマスメディアを
通じて火が付き、オーバーツーリズムの問題へと発展していく。この過程で、
地元行政との連携の重要性だけでなく、仲間の存在が原動力となったことが示
される。本章の物語から、地域づくりの活動の継続性の裏側には、「楽しいこ
と」の存在が必要であることがわかる。

第 9 章「山陽学園大学と NPO 法人大島まちづくり協議会とのまちづくりに
おける協働」では、大学と NPO 法人の協働により、地域づくりが進められた
事例の記録が綴られる。そこでは、地域づくりが地域外部の人材、特に大学生
といった若い世代の力を必要としている実態が伝わってくる。ただし、地域に
とって外部組織である大学が地域づくりに関わる場合、地域住民をはじめとし
た人間関係に注意を払うことが必要である。人間関係をうまく構築してはじめ
て、地域づくりが成功することになる。

第 10 章「伝統的な薄荷栽培の復活」では、かつて地元で大規模に栽培され
ていた薄荷の栽培を復活させようとする地域づくりの事例が取り上げられる。
薄荷は生食に適さないため、商品開発が不可欠であり、その成功は、加工業者
との出会いによって実現することが強調される。また、地域づくりには、こだ
わり、基礎知識、情報収集能力、そして、実行力を備えたリーダーの存在が不
可欠であることも示唆される。さらに、その地域の歴史に根ざしたストーリー
が意図的に構築され、消費者や観光客にアピールすることの重要性が示され
る。

各章は独立しているため、どの章から読み進めていただいても構わない。本
書全体を通して、地域づくりが当初の計画通り順風満帆に進むとは限らないこ
とがわかる。課題に直面するたびに、それを乗り越える方策が試行される。
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また、地域づくりは、その地域内で生活する人々によってのみ取り組まれ
ることではないことがわかる。地域づくりを進めるうちに、地域内の人々の
間で利害関係が生じ、大きな障壁として立ちはだかることもある。そうした利
害関係をうまく調整しなければ前に進まない。地域の外の人々との交流や連携
は、地域づくりに対する推進力となりうる。さらに、時には、政策による後押
しが必要な場面も多々存在する。こうした過程における当事者の試行錯誤の中
から、地域づくりのノウハウやヒントを少しでも感じ取っていただくことがで
きたなら、本書を出版した意義がある。全国各地で取り組まれている地域づく
りにとって、本書が役立つことを切に願いつつ、読者諸賢にこの判断を委ねた
い。

編者　澤　俊晴　
西村武司　
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地域づくりを支える政策



�　第 1 部　地域づくりを支える政策

『平成 30 年度版　過疎対策の現況』（令和元年 12 月・総務省）によれば、
地域おこし協力隊とは、「地方公共団体が三大都市圏をはじめとする都市地域
等から、過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動するとともに、生活の拠点
を移した者を地域おこし協力隊員としておおむね 1 年以上 3 年以下の期間で委
嘱し、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR や、農林水産業への従事及
び住民の生活支援などの地域協力活動に従事してもらいながら、当該地域への
定住・定着を図る取組」とされている。

本章は、この「地域おこし協力隊」という政策の変容を取り上げる。
「地域おこし協力隊」という政策は、「農山村の現場からの要請に応え、財政

原則の大きな壁を崩した画期的な仕組み」1）とされ、成功した政策として一般
的に高い評価を受けている。実際、地域おこし協力隊員を主人公にしたドラマ
が製作され、あるいは、地域おこし協力隊員の活躍を紹介する書籍も出版され
ている。

地域おこし協力隊を対象とした論攷
こう

も多く、その内容は、協力隊員へのイン
タビューやアンケート調査などをもとに、その現状や成果、評価や成功要因の
分析、今後の課題を取り上げ、あるいは、制度設計・運営の改善策を提言する
ものが主流となっている。

本章は、それらの研究とは視角を変えて、地域おこし協力隊を「政策」とし
て捉え、その「政策」が十数年にわたって実施される中で、どのように変容し
てきたのか、そしてそれは何を意味するのかについて検討する。

第 1 章

地域おこし協力隊の理想と現実
─ 東京一極集中・失業対策から地域活性化対策への変容 ─



第 1 章　地域おこし協力隊の理想と現実─東京一極集中・失業対策から地域活性化対策への変容─　�

第 1 節　序盤 ─ 制度設計と現況 ─

1　地域おこし協力隊の制度概要

地域おこし協力隊制度は、総務事務次官通知「「地域おこし協力隊」の推進
について」（平成 21 年 3 月 31 日総行応第 38 号）によって創設された。

総務事務次官通知では、具体的な制度内容を定めた「地域おこし協力隊推進
要綱」が示され、また、同日付けの総務省地域力創造審議官通知「地域おこし
協力隊の推進に向けた財政措置について」により、地域おこし協力隊に取り組
む市町村に必要な経費について、特別交付税措置が行われる旨が明らかにされ
ている。

その後、頻繁に「地域おこし協力隊推進要綱」の改正が行われるとともに、
財政措置についても拡充が図られ、2020（令和 2）年 4 月 1 日時点では、次の
ような制度設計となっている。

まず、地方自治体は都市地域等（3 大都市圏内の都市地域、政令指定都市及
び 3 大都市圏内の一部条件不利地域のうち条件不利区域以外の区域）の応募者
の中から「地域おこし協力隊員」を委嘱する。応募の要件は、過疎地域等の条
件不利地域（3大都市圏以外の全ての市町村及び3大都市圏内の条件不利地域）
に住民票を移動させ生活の拠点を移すことである。

次に、地域おこし協力隊員は、おおむね 1 年以上 3 年以下の期間、地域で
生活し、農林漁業の応援、水源保全・監視活動、住民の生活支援などの各種の

「地域協力活動」に従事しながら、その地域への定住・定着を図る。
地域協力活動とは、具体的には、地域おこしの支援、農林水産業従事、水

源保全・監視活動、環境保全活動、住民の生活支援、健康づくり支援、野生鳥
獣の保護管理、有形民俗資料保存、婚活イベント開催などをいい、特別な資格
やスキルを必要とせず、健康で車の免許さえあれば従事可能な内容となってい
る。

なお、この地域協力活動の例示は、制度創設時の「地域おこし協力隊推進要
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綱」で掲げられていたものに若干の事例の追加があるほかは、ほとんど変更は
ない。

最後に、総務省は、地方自治体による地域おこし協力隊推進の取組みについ
て必要な支援を行うとされ、具体的には、地方自治体に対し、地域おこし協力
隊員の活動に要する経費として一人当たり上限 440 万円、地域おこし協力隊員
の起業・事業承継に要する経費として一人当たり上限 100 万円、地域おこし協
力隊員の募集等に要する経費として一団体当たり上限 200 万円、地域協力活動
の体験プログラムに要する経費として一団体当たり 100 万円の特別交付税措置
を講じるとしている。

要するに、条件不利地域を抱える地方自治体が、地域協力活動に従事する人
材を地域おこし協力隊員として委嘱し、都市地域から当該地域へ移住（最長 3
年間）させる取組みを行った場合に、地域おこし協力隊員の活動に要する経費
などについて総務省が特別交付税措置をするという制度である。

ここで、「特別交付税」について若干の説明をしておく。
東京のように大企業の本社などが集中する地域と、立地企業のない地域とで

は経済格差があり、そのため地方自治体間には税収差が生じる。これを放置す
ると税収の少ない地域では、最低限必要な行政サービスが提供されず、ナショ
ナル・ミニマムが確保されないこととなる。

この問題を解消するために設けられているのが地方交付税制度であり、地
方交付税とは、使途が限定されない一般財源として国から地方自治体へ移転さ
れる資金のことをいう。地方交付税制度があることで、どこに住んでいても一
定程度の行政サービス（ナショナル・ミニマム）が確保され（財源保障機能）、
税収格差が是正されている（財政調整機能）。

地方交付税は、普通地方交付税と特別地方交付税に分けられており、普通
地方交付税は客観的な基準に基づき画一的かつ機械的に算定されるが、それ故
に、災害など特別な事情によって発生した財政需要には対応できない。

そのため、普通交付税の「算定に反映することのできなかった具体的な事情
を考慮して交付され…、いわば普通交付税の機能を補完して、地方交付税制度
全体としての具体的妥当性を確保するための制度」2）として、特別交付税が設
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けられている。特別交付税は、地方交付税総額の 6％に相当する額（地方交付
税法第 6 条の 2 第 3 項）とされている。

地域おこし協力隊に要する経費は、この「特別交付税」として算定され、各
地方自治体に交付される。

2　地域おこし協力隊の普及状況

総務省の地域おこし協力隊についてのウェブサイトによれば 3）、全国の地域
おこし協力隊員数は、令和元年度で総数5,349人であり、実施自治体数は1,071
である。都道府県と市町村の数が合わせて 1,788 であるから、約 6 割の地方自
治体が地域おこし協力隊を導入していることになる。

地域おこし協力隊員の受入数は、多くの地方自治体で一桁であるが、なかに
は隊員数が 40 名を超える北海道東川町のような地方自治体もある（総務省「地
域おこし協力隊の活躍先（受入れ自治体一覧）」令和元年度）。

岡山県内では、県内 27 自治体のうち 23 自治体で地域おこし協力隊員を導
入しており、総数は 136 名である（2020（令和 2）年 4 月 1 日時点）。西粟倉
村が 31 名と最も多く受け入れており、次いで井原市の 13 名であり、残りの
地方自治体は一桁である。制度創設以来の延べ隊員数は 394 名となっている。

次に、どういった人たちが地域おこし協力隊員となっているのかを見てみ
る。

一般社団法人移住・交流推進機構が行ったアンケート調査によれば 4）、地域
おこし協力隊員になる直前の職歴の最多は「フルタイムの正社員・正職員」で
46％を占めており、次いで「フルタイムの契約社員・契約職員」が 13％、「パー
トタイムの社員・職員、アルバイト」と「自営業、個人事業主、フリーランス」
が同率の 12％となっている。

ほぼ半数が、フルタイムの正社員・正職員であり、安定した職を捨てて地域
おこし協力隊員となっていることがわかる。しかし、このアンケート調査から
は、地域おこし協力隊員にどのような人が応募し、委嘱されているのかイメー
ジが掴

つか

みづらい。そのため、2 冊の書籍からの限られた事例であるという、一
定のバイアスがあることに留意しつつ、地域おこし協力隊員の出自を整理して
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みる。
1 冊は、2015（平成 27）年 9 月に出版された『地域おこし協力隊 日本を元

気にする 60 人の挑戦』（椎川忍ほか編著、学芸出版社）、もう 1 冊は 2019（平
成 31）年 2 月に出版された『地域おこし協力隊 10 年の挑戦』（椎川忍ほか編
著、農山漁村文化協会）である。両書で合わせて 60 名強の地域おこし協力隊
員（元を含む）が紹介されており、そのうち 40 数名については、出身大学が
明らかにされている。

その大学名を列記すると、東京大学大学院、大阪大学大学院、山形大学大学
院、近畿大学大学院、國學院大学大学院、東北芸術工科大学大学院、京都大学、
広島大学、愛媛大学、京都府立大学、滋賀県立大学、高知県立大学、早稲田大
学、慶應義塾大学、中央大学、明治大学、法政大学、日本大学、専修大学、清
泉女子大学、北海学園大学、東海大学、武蔵野大学、拓殖大学、白鴎大学、武
蔵野美術大学、京都造形芸術大学、東北芸術工科大学、東京国際大学、北海道
科学大学、東京農業大学、東京家政大学短期大学、第一工業大学、文教大学、
国際武道大学である。

一見して分かるように、旧帝国大学をはじめとした国公立大学、早稲田大学
や慶應義塾大学といった有名私立大学の出身者が目立ち、しかも大学院出身者
もいることが目を引く。

つまり、有名大学（大学院）出身者が、一度、定職に就いた後に、その身分
を投げ捨てて、地域おこし協力隊員として地方の条件不利地域に飛び込んでい
るというイメージである。

実際、岡山県真庭市のある地域おこし協力隊員は、退任後も地域に残って廃
校舎の利活用やカフェの営業などで活躍しているが、元々はレストランなどの
飲食店を展開する会社の部長や関連会社の社長を務めていた 5）。

また、同じく岡山県真庭市のある地域おこし協力隊員は、インターナショナ
ルシェアハウス開業資金調達プロジェクトを立ち上げ、クラウドファンディン
グで目標金額をクリアしているが 6）、海外の大学を卒業し日本有数の航空会社
に勤務した経歴を持っている 7）。

その他にも、岡山県美作市の地域おこし協力隊 OB は、2018 年 5 月に「一
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般社団法人岡山県地域おこし協力隊ネットワーク」を設立し、「岡山県の隊員
向け研修を受託しているほか、隊員の個別サポートや、市町村の受入れ体制の
構築支援など実施している」8）が、地元の国立大学の出身者であり、大学在学
中には国際協力活動に取り組んでいたようである 9）。

なお、おそらく、このような地域おこし協力隊員の取組みを受けて、平成
31 年 3 月 27 日付けの「地域おこし協力隊推進要綱」の改正では「地域協力活
動の体験プログラムに要する経費」が都道府県又は市町村の取組みに対する財
政措置として盛り込まれ、令和 2 年 4 月 1 日付けの「地域おこし協力隊推進要
綱」の改正では「地域おこし協力隊員 OB・OG を活用した現役隊員向けのサ
ポート体制の整備に要する経費」が都道府県の取組に対する財政措置として盛
り込まれている。

そのほかにも、地域おこし協力隊の活躍を取り上げる書籍や論文も多く、地
域おこし協力隊の活躍を紹介しだすと、枚挙に暇がないほどである。

それでは、このようなスキルと高い専門性を持った高学歴の「地域おこし協
力隊員」の活躍は、「地域おこし協力隊」の創設という政策立案の時点から想
定されていたものなのだろうか。

次に、この点を取り上げる。

第 2 節　中盤 ─ 政策変容 ─

1　当初の政策目的

地域おこし協力隊は、前述したように平成 21 年 3 月 31 日付け総務省通知
から始まっている。

しかし、その芽は、その約 3 か月前に総務省から示された「地域力創造プラ
ン」（平成 20 年 12 月 19 日）に見ることができる。

地域力創造プランは、当時の総務大臣である鳩山邦夫の名を取って「鳩山プ
ラン」とも呼ばれたが、地域おこし協力隊は、そのプランの三つの柱のうち、
2 本目の柱である「地域連携による「自然との共生」の推進」の一部に組み込
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まれている。
具体的には、「自然保護活動等へ都市住民が参画する仕組み作りや CO2 排

出削減活動の促進」の一環として「都市住民を「地域おこし協力隊員（仮称）」
として長期派遣」すると記載されており、ここで仮称であるが、地域おこし協
力隊員という表現が記載されている。

そして、注目すべきは、その設置目的である。地域おこし協力隊（仮称）は、
「自然保護活動等へ都市住民が参画する仕組み作りや CO2 排出削減活動の促
進」が目的とされ、その具体的な取組内容として「働き手を都市から農山漁村
へ」移すことが掲げられている。

そこでは「意欲ある都市住民（若者等）を、農山漁村が「地域おこし協力
隊員（仮称）」として受け入れ」ることで、「（協力隊員の定住・定着も視野に）
地域への貢献や、地方での生活を望む都市住民（若者等）のニーズに応えると
ともに、人口減少・高齢化に悩む地方（受け入れ側）を活性化」するとしてい
る。つまり、若者を中心とした都市住民を地方へ移住させることそのものが目
的であり、移住＝地方の人口減少・高齢化対策であるという発想である。そこ
には、移住する人たち（地域おこし協力隊員）による地域活性化の取組みは視
野に入っていない。

では、地域力創造プランは、条件不利地域での活性化の取り組みを放棄して
いるのかというと、そうではない。地域力創造プランでは、その 3 本目の柱と
して「条件不利地域の自立・活性化の支援」を掲げ、「集落の維持・活性化対策」
は「「集落支援員」による集落点検の促進等」によって対応することとされて
いる。つまり、現在、地域おこし協力隊員が担っている条件不利地域の活性化
の取組みの多くは、本来は「集落支援員」が担当すると想定されていたと考え
られる。

では、なぜ、地域おこし協力隊は、「働き手を都市から農山漁村へ」という
看板の下で推進されることになったのか。

結論を先に述べると、その背景には、都市部における人口集中と若年失業者
の解消の二つの狙いがあったと思われる 10）。

都市圏、特に東京圏は、バブル期には大幅な転入超過であったが、バブル崩
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壊後は人口流入が沈静化していた。しかし、2000 年代に入ると大幅な転入超
過が続き、それに反比例した地方圏の転出超過が拡大していた。しかも、2008

（平成 20）年には日本全体の人口が減少に転じていたにもかかわらず、この傾
向に変化がなかった。東京一極集中問題は、戦後一貫して問題視されてきた政
策課題であるが、日本全体が人口減少に突入する局面においては、より切実さ
を増して、いかに地方圏から東京圏への人口流出を抑制するかが問題となって
いた。その流れから 2014（平成 26）年 9 月には、「まち・ひと・しごと創生本部」
が内閣府に設置され、同年 12 月には「東京一極集中」の是正を基本的視点の一
つとする「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」（平成 26 年 12 月 27 日閣議
決定）が策定されるに至っている。

地域おこし協力隊創設の背景には、長期的スパンでは、このような東京一極
集中問題があると考えられ、また、短期的には、この当時、世上を賑わせてい
たリーマン・ショックに起因する若年層の雇用問題への対応があったと考えら
れる。

2008（平成 20）年 9 月に米国で発生したリーマン・ショックは、瞬く間に世
界的な金融危機に拡大し、日本も深刻な景気後退に陥った。その結果、若年層
の失業率が上昇し始め、2010（平成 22）年 3 月卒の新卒採用予定は、前年度に
比べて大幅に落ち込むことが予想されていた。そのため、2009（平成 21）年 7
月には、内閣府特命担当大臣（経済財政政策）の下に、若年層の雇用対策に取
り組む府省横断的な「若年雇用対策プロジェクトチーム」が設置されている。

この若年雇用対策プロジェクトチームが取りまとめた「若年層に対する重点
雇用対策（案）」（平成 21 年 8 月 26 日）では、若年雇用の現状について、「若
者の雇用をめぐる状況は厳しい。2003 年以降我が国の雇用情勢が改善を続け
ていた時期においても、若年層の失業率は全体の失業率を大幅に上回り、そし
て、昨年秋の世界金融危機を受けて急速に悪化している」「今回の経済危機の
中で、こうした非正規雇用者で多く見られる解雇や雇い止めの問題が深刻と
なっている。また、いわゆる「ニート」と呼ばれる、教育訓練を受けず、就労
することもできないでいる若者が 60 万人強の水準で推移している」「加えて、
2010 年 3 月卒の新卒者は、採用計画（6 月調査）が前年度比で 23％も大幅に
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落ち込むなど厳しい状況が予想される」「バブル崩壊後の第 2 の「ロスト・ジェ
ネレーション」になることも懸念されている。今後の事態の推移に予断は許さ
れない」と非常に厳しい見方が取られている。

当時は、このような若年失業者の問題が、政治課題としてクローズアップさ
れており、地域おこし協力隊創設には、その対策としての意味もあったと考え
られる。実際、制度創設時の「地域おこし協力隊の推進に向けた財政措置につ
いて（平成 21 年 3 月 31 日付け通知）」では、地域おこし協力隊に要する経費
について、リーマン・ショック後の世界的な金融危機に対応した経済対策・雇
用対策である「平成 20 年度第 2 次補正予算における地域活性化・生活対策臨
時交付金により造成した基金や「ふるさと雇用再生特別交付金」を活用」する
ことも可能である旨が、わざわざ記載されている。

地域おこし協力隊制度創設の背景には、長期的には東京一極集中問題、短期
的には都市部の若年失業者問題があったことに留意する必要がある。

さらには、2007（平成 19）年 10 月に第 1 回が開催された「地域活性化統合
本部会合」に象徴される都市再生から地方再生へという動きも底流にあったと
考えられる 11）。そのため、地域おこし協力隊員の要件に、東京・大阪・名古
屋の 3 大都市圏をはじめとする都市地域から地方へ住民票を移すことが挙げ
られているのであろう。なぜなら、住民基本台帳に基づいて統計をとる限り、
住民票を移さなければ、地方への人口移動は数字として表れず、数字として表
れなければ、成果を測ることができないため、政策評価（レビュー）ができな
い。この点からも、地域おこし協力隊の目的が、条件不利地域の活性化より
も、地方への人口移動と若年失業者問題の解消にあったことが裏付けられるで
あろう。

2　政策内容の変化

平成 21 年 3 月 31 日付けの総務事務次官通知で制定された「地域おこし協
力隊推進要綱」は、その後、何度も改正されている。改正内容を整理すると、
最初の改正である平成 25 年 3 月 29 日付けの一部改正では、各地方自治体に
対し地域おこし協力隊の「設置要綱等」の策定や、総務省の関連団体である
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「全国的な地域づくり推進組織」との連携が求められるようになっている。
なにより、制定時の要綱では、地方自治体の役割として、「地方自治体は、

独自に広報・募集等の活動を行ったり、NPO 法人や大学等の実施する様々な
事業を活用したりすることにより、都市住民を受け入れ

4 4 4 4 4 4 4 4 4

、当該都市住民を地域
おこし協力隊員として委嘱し、地域協力活動に従事させる」（傍点著者）とさ
れていた規定が、「地方自治体は、設置要綱等を策定した上で広報・募集等を
行い、地域おこし協力隊員とする者を決定し、当該者を地域おこし協力隊員
として委嘱し地域協力活動に従事させる」と改正され、「都市住民を受け入れ」
るという言葉が削除されている。

おそらく、リーマン・ショックから 5 年が経過し雇用問題が一段落したこと、
この間、東京圏への転入者数が減少していたことから（ただし、統計上は、後
に 2012（平成 24）年から再び増加に転じている。）、当初の都市部における若
年失業者対策や東京一極集中問題への対策としての意義を前面に押し出す必要
がなくなったことを反映していると考えられる。

また、要綱制定時にはあった集落支援員との棲み分け規定（第 4（4））も削
除されている。これは、この時期には、既に地域おこし協力隊員と集落支援員
の線引きが曖昧になってきたことを反映していると考えられる。

平成 25 年の改正に続いて、平成 26 年 12 月 3 日付けで更に改正が行われて
いる。この改正により、地域おこし協力隊員の活動に要する経費として、「地
域おこし協力隊最終年次又は任期終了翌年の起業する者の起業に要する経費」
が認められることとなった。

地域おこし協力隊員が移住・定住する方法として、就職、結婚、起業の三つ
が考えられるが、「起業」は制度創設当初のメインターゲットではなかったと
思われる。しかし、その後、政策立案者の予想以上に任期終了後に起業をする
元地域おこし協力隊員が増え始め、また、平成 26 年 6 月 24 日に閣議決定さ
れた「日本再興戦略改訂 2014」で「産業の新陳代謝の促進」が掲げられ、成
果指標（KPI）として「開業率 10％台（現状約 5％）を目指す」とされたこと
から「起業」支援の必要性が強く求められたため、起業に要する経費を特別交
付税措置の対象としたものと思われる。
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この点からも、当初の地域おこし協力隊制度は、おもに都市部の若年失業者
を条件不利地域に移住させて農林業等の肉体労働に従事させることを目的して
おり、経営といった頭脳労働ができるような若者が移住することをさほど想定
していなかったと思われる。「起業」ができるような優秀な若者は、都市部で
しっかりと稼いでもらうと考えられていたのであろう。

さらに、平成 29 年 3 月 24 日付けの改正では、「地域協力活動に不可欠であ
り専門性の高いスキルや経験を有する地域おこし協力隊員」の報償費等の上限
が引き上げられている。高度な専門的スキルや経験を有するか否かで差を設け
る財政措置が制度創設から 10 年近く経過した段階で打ち出されたことからも、
制度創設当初には、地域おこし協力隊員に「専門性の高いスキルや経験を有す
る」者がなることを想定していなかったことは、明らかである。

そして平成 30 年 7 月 2 日付けの改正では、平成 26 年 12 月 3 日付け改正で
認められた「起業に要する経費」に加えて「事業承継に要する経費」も財政措
置の対象とされている。これは、優れた企業経営能力のある若者が地域おこし
協力隊員となっていることの証左であろう。その後も平成 31 年 3 月 27 日付
けで改正が行われているが、本章とは直接関係しない内容であるため割愛す
る。

直近の令和 2 年 4 月 1 日付けの改正では、「地域協力活動に不可欠であり専
門性の高いスキルや経験を有する地域おこし協力隊員」の報償費等の上限が更
に引き上げられており、かなり高度なスキルを有する者が協力隊員になってい
ることを 窺

うかが

 わせる。
また、地域おこし協力隊員の地域要件（地域おこし協力隊推進要綱の「生活

の拠点を 3 大都市圏をはじめとする都市地域等から過疎、山村、離島、半島等
の地域に移し、住民票を移動させた者」の具体的な要件）が、当初の 3 大都市
圏内の都市地域に居住する者のみから、政令指定都市や 3 大都市圏以外の都市
地域に居住する者へと拡大していることからも、東京一極集中問題の解消とい
う地域おこし協力隊の創設当初の政策目的の焦点がズレてきていることがわか
る。
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3　目的からの逸脱

地域おこし協力隊という政策の当初の真の目的は、リーマン・ショック後の
金融危機において都市部で激増した若年の失業者を地方に送り出すことで雇用
改善を図るとともに、合わせて東京一極集中問題対策として地方への人口移動
を促すことであり、地方における地域活性化は二の次であったと考えられる。

若年失業者の多くは、専門性もスキルも持っていないため、当然、企画立案
能力やコミュニケーション能力が求められるような「地域協力活動」を行うこ
とは想定されておらず、健康で車の免許さえあれば誰でもできる、いわゆる肉
体労働に従事することが主に想定されていたと思われる。

それに対して、地方の中でも条件不利地域など状況が厳しい地域において、
スキルと専門知識を持って、その活性化を担うことが期待されていたのは「集
落支援員」であった。

集落支援員は、集落点検の実施や、集落での話し合いに際してアドバイザー・
コーディネーターとして参画・支援を行う者であり、地域の実情に詳しく、集
落対策の推進に関してノウハウや知見を有する者が充てられることとされてい
る 12）。この集落支援員も地方自治体から委嘱され、集落支援員の活動等に要
する経費は特別交付税により措置されており、基本的な仕組みは、地域おこし
協力隊と同じである。

集落支援員制度は、地域おこし協力隊制度創設とほぼ同時期の平成 20 年 8
月 1 日付けの総務省自治行政局過疎対策室長通知「過疎地域等における集落対
策の推進について」（総行過第 95 号）によりスタートしている（現在は、「過
疎地域等における集落対策の推進要綱」に衣替えをしている。）。

おそらく、地域おこし協力隊制度の創設当初は、この集落支援員制度との棲
み分けが考えられていたのであろう。ところが、その後、若年失業者の問題が
解消され、東京一極集中問題の解消は、時の政権の旗印である地方創生によっ
て対応することとなり、地域おこし協力隊員の人数が劇的に増加する中で、特
別な知識や経験がない若者だけでなく、スキルも専門性も持っている者が地域
おこし協力隊員となってきていると考えられる。
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第 3 節　終盤 ─ 政策終了 ─

1　政策の失敗と生き残り

当初は、スキルや専門性を持たない若年失業者の雇用の受け皿として創設さ
れた地域おこし協力隊であったが、現在では、様相が一変している。

例えば、移住・交流推進機構が行っている「地域おこし協力隊に関する調査」
によれば 13）、地域おこし協力隊に応募した最大の理由のうち「自分の能力や
経験を活かせると思ったから」という回答は、令和元年度調査では 15％、平
成 30 年度調査では 17％、平成 29 年度調査では 15％と高率であるのに対して、

「他の就職先が見つからなかったから」という回答は、令和元年度調査・平成
30 年度調査・平成 29 年度調査で、それぞれ 1％に過ぎない。

制度創設当初は 100 人以下であった地域おこし協力隊員数は、2014 年度に
は 1,000 人を、2018 年度には 5,000 人を突破している。さらに、総務省は、平
成 30 年 6 月 6 日に、隊員数を平成 36 年度には 8,000 人とすることを公表して
いる 14）。そして、｢まち・ひと・しごと創生基本方針 2018」（平成 30 年 6 月
15 日閣議決定）でも、施策の一つとして「地域おこし協力隊の拡充（6 年後に
8 千人）」という項目が建てられている。

このような急激な地域おこし協力隊員数の増加により、様々なタイプの人た
ちが地域おこし協力隊員となっている。そのため、現在では、地域おこし協力
隊員を、コツコツ型（地道型）、エキスパート型（専門型）、アイディア型（創
造型）に区分し、これらのタイプ別に地域おこし協力隊員の活用を提言するも
のや 15）、「地域起業思考」を持つ人材、「地域づくり思考」を持つ人材、「自給
自足、自然思考」を持つ人材、「自分探し思考」を持つ人材に区分するといっ
たことも行われている 16）。

また、地域おこし協力隊員の活動を「価値創造活動（地域で新たな活動や仕
事を起こそうと試みる活動へのサポート）」「コミュニティ支援活動（農業生産
に不可欠な資源をむらの共同作業によって管理している活動へのサポート、ま
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た、相互扶助で暮らしを支える活動へのサポート）」「生活支援活動（暮らしの
中の困りごとをサポートするもの）」に区分すること 17）なども行われている。
なお、受入市町村側の地域おこし協力隊員への期待内容としては、「定住期待
型」「『新しい風』期待型」「業務遂行期待型」があるとも言われている 18）。

様々な専門性や高度なスキルを有する者が地域おこし協力隊員となり、価
値創造活動や、地域起業思考あるいは地域づくり思考による活動を行うように
なってきたことから、当初想定されていたと思われる頭脳労働は集落支援員、
肉体労働は地域おこし協力隊員といった棲み分けは崩壊しており、現状は、当
初の制度趣旨から逸脱している。

さらに、都会の大企業に就職できる有能な若者や都市部で起業して稼げる人
たちが、それを蹴って協力隊員になることは、地域おこし協力隊の当初の政策
目的とは相反する効果を生じさせている。

つまり、政策立案者から見れば、地域おこし協力隊という政策は「失敗」し
ている。しかし、地域おこし協力隊制度は、当初の政策立案者の思惑を超えて、
政策目的を地域の活性化にシフトさせ、制度の変更・拡充を行うことにより存
続が図られている。

これは、政策立案者にとっては失敗であったとしても、地域おこし協力隊員
の急速な増加が示すように、現場の地方自治体にとっては「地域の活性化」施
策として「成功」と評価され、その高評価に紛れて、政策立案者は目的をすり
替え政策の生き残りを図ったと推察される。

2　やる気の搾取

平成 29 年 3 月 24 日付けの「地域おこし協力隊推進要綱」の改正により、
都道府県が実施する地域おこし協力隊向けの研修等に要する経費について、普
通交付税措置が講じられることとなった（普通交付税で措置することに意味が
あるのかという論点はさておき）。

当初の制度趣旨からすると、地域おこし協力隊員には、そもそも研修を受け
なければできないような専門的な活動は期待されていないはずであった。全く
予定していなかったからこそ、制度創設から 10 年近くたって初めて、「研修」
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に財政措置が講じられるようになったのであろう。
そして、このような財政措置が講じられる背景には、地域活性化に「研修」

を受けてでも貢献したいと考える「やる気」のある地域おこし協力隊員が数多
くいることを物語っている。

政策立案者は、そのようなやる気のある協力隊員がいることを奇貨として、
やる気のある協力隊員による取組みを優良事例として喧

けん

伝
でん

し、（政策立案者に
とっては）政策が失敗しているにもかかわらず、それが成功しているかのよう
に装っている。

高度なスキルや専門性を持つ地域おこし協力隊員の増加は、健康で車の免許
さえあれば誰でもできることをやらせる、あるいは極端な表現をすれば、ただ

「移住」さえすればよい、という地域おこし協力隊の制度設計のベースからかけ
離れている。そのため、制度と実態との間にひずみが生じざるを得ない。そし
て、そのひずみは、例えば、地域おこし協力隊員の報酬等に表れることになる。

地域おこし協力隊員の報酬等は、スキルや専門性を持った（あるいは持つに
至る）者にとっては低位である。それでも、彼ら彼女らが地域おこし協力隊員
として活動を続けているのは、「やる気」があるからである。

そして、現状は、この地域おこし協力隊員の「やる気」を搾取する仕組みに
なってしまっている。本来、地域おこし協力隊員に「専門性」や「スキル」を
求めるのであれば、それに見合った処遇が与えられなければならない。

ところが、地域おこし協力隊員に要する経費は、前述したように特別交付税
により措置されているが、令和 2 年度時点では、一人当たり上限 440 万円で
ある。

しかし、これは、特別交付税措置額であり、全額が地域おこし協力隊員に支
払われるわけではない。例えば、地方自治体が会計年度任用職員として地域お
こし協力隊員を委嘱した場合、報酬や期末手当だけでなく、費用弁償、共済費

（雇用保険料）、旅費、備品消耗品費、通信運搬費は必須であり、それに加え
て、新たに事務所等を用意する場合には、使用料・賃借料なども必要となる。

したがって、地域おこし協力隊員に支払われる年間の賃金は、440 万円の半
分程度とならざるを得ない。実際、地域おこし協力隊推進要綱においても、「報
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償費等については 240 万円を上限、報償費等以外の活動に要する経費について
は 200 万円を上限」とされている。なお、各地方自治体の裁量により報酬等を
上乗せすることは可能だが、その財源は別途手当てする必要がある。

令和元年の賃金構造基本統計調査結果（初任給）によれば、大学卒の初任給
は 21 万 200 円、大学院修士課程修了の初任給は 23 万 8,900 円である。単純に
12 月を乗じると、大学卒で 252 万 2,400 円、大学院修士課程修了で 286 万 6,800
円の年収となる。また、岡山県職員の大学卒一般行政職の初任給は 19 万 3,100
円（2019 年 4 月 1 日現在）であり、単純に 12 月を乗じると 231 万 7,200 円と
なる。地域おこし協力隊員の報酬等の上限 220 万円は、民間企業や地方公務員
と比べて遜色のないように見える。

しかし、地方公務員には別途、期末・勤勉手当が支払われるし（4.5 月分程
度）、月給も経験年数 10 年を経過すると概ね 27 万円を超える（2019 年 4 月 1
日現在）。

それに対して、地域おこし協力隊員（会計年度任用職員）は、原則として 1
年間の任用が基本（2 年目・3 年目は再度の任用）であり、期末手当が支払わ
れるとしても支給月数は少なく、特別交付税措置の上限もあることから、さほ
どの報酬等の増加は見込めない 19）。
「専門性」や「スキル」を持つ地域おこし協力隊員を、新人従業員よりも低

い賃金で、かつ、非正規の職員とする待遇が果たして適切といえるのか疑問で
ある。

そして、このようなスキルや専門性を持った地域おこし協力隊員が、なお、
劣悪な勤務労働条件にもかかわらず、その仕事を続けている理由、つまり在る
べき処遇水準と現実のそれとの差を埋めているのが、彼ら彼女らの「やる気」
であろう。

3　政策目的の再設定

地域おこし協力隊という政策は、当初の政策立案者にとっては「失敗」であっ
ても、政策実施の現場では「成功」であることから、政策を終了させるという
選択肢はない。
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「失敗」した政策を終了させることができないのであれば、次善の策は目的
の再設定となる。地域おこし協力隊という政策の目的は、本来、「コツコツ型」
の地域おこし協力隊員が「コミュニティ支援活動」や「生活支援活動」を行う
ことが想定されていたので、財政措置も、それに応じて 1 パターンしか設けら
れていない、つまり一律であった。

その後、前述したように政策の変容が生じ、当初想定していなかったエキス
パート型やアイディア型の地域おこし協力隊員が生まれ、「価値創造活動」を
行うようになった。その状況に遅ればせながら対応するため追加の財政措置が
行われるようになったと考えられる。

しかし、元々の財政措置の制度設計（肉体労働系の地域おこし協力隊員を想
定した一律の制度設計）は変えておらず、弥

ひ

縫
ほう

策に留まっている。
今後、「価値創造活動」を行うエキスパート型やアイディア型の地域おこし

協力隊員がこれまで以上に増え 20）、また、地方自治体からもそのタイプが求
められていることから、今後もインクリメンタリズム（漸進主義）によって対
応していくことは、早晩、壁に突き当たるのではないかという疑問を禁じ得な
い。

地域おこし協力隊制度が創設から 10 年以上が経過した今、政策立案者は、
当初の政策目的から逸脱が生じていること（政策の失敗）を素直に認め、新た
なスキームを講じるべき段階に来ているのではないだろうか。
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第 1 節　は じ め に

県を跨
また

いだ人口移動の問題は、人口問題に関心を持つ研究者のみならず、地
域活性化に関心を持つ関係者にとっても、大きなテーマの一つである 1）。人口
減少局面にある今日においては、とりわけ注目度の高いテーマとなっている。

こうした傾向に拍車をかけたのは、元総務大臣の増田寛也氏を座長とした
「日本創成会議」が公表した著書『地方消滅』であった。2014（平成 26）年に
出版された本著では、都市部と地方部の間の県を跨いだ人口移動、特に若年女
性の移動に高い関心が寄せられている。これは、本著が「再生産力」を持つ出
生率の高い若い女性の人口移動に着目し、そうした女性を地方に留まらせるか
移住させるかを、「地方消滅」の可能性の有無の肝と捉えていることと関係が
ある（増田、2014）。

若年女性を直接「再生産力」と関係づけることには議論の余地があるが、本
著が地域活性化に携わる関係者に少なからぬ影響を与えたことは確かである。
実際、それ以降に女性の移動に関する研究は増えており、女性の移動に影響を
与える要素についての知見が蓄積してきている。

その一方で、移住者を増やしたい地域が一斉にそうした要素さえ備えれば、
それで移住・定住が促進されるかといえばそうではないだろう。移住には、短
期・長期、断続的・継続的な形を含めて多様な形があるが、各地方自治体が移
住を促進する主な理由は、地域にある程度長期的・継続的に定住して、地域の

第 2 章

大卒女性にとっての地方移住・定住と仕事
─ 長期定住までのプロセスと仕事との関係性 ─
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一員となり、可能であれば地域活性化の担い手となってほしいからである。し
たがって、移住希望の女性に定住してもらい地域の一員となってもらうことを
期待するのであれば、女性が長期定住するに至る要素とは何かを実態から子細
に観察し、検討していく必要があるだろう。恐らく、そうした要素は一つでは
なく、また、女性が移住を決意し、実際に移住し、長期定住に至る一連のプロ
セスの中で多様な要素が存在し、それらは次第に変化していく可能性が高い。
そして、先行研究から、そうした要素は移住先で就く仕事と深い関係にあるこ
とが推察される。

以上のような理由から、本章では、女性の多様な移住決定から長期定住に
至るまでのプロセスを事例として提示することにより、マクロの数量調査では
把握しきれていない、女性を移住へと導き、最終的に定住へと結びつける要因
を、移住と仕事の関係に着目して明らかにしようとするものである。特に、女
性の大学進学率が 5 割（49.1％）となった現在 2）、多くの女性は大学に進学し、
卒業後に就職するのが一般的である。ここではそうした大卒女性を対象として
考察する。

具体的には、以下の順序で議論を進めていく。まず第 2 節では、先行研究か
ら、ジェンダー（男女別）、学歴、就職との関係から人口移動について何が明
らかになっているのかについて整理する。次に第 3 節では、岡山県和気郡和気
町に東京圏から移住し、地域おこし協力隊員を経て起業した一人の大卒女性の
これまでの人生を、インタビューにもとづき跡づける。これにより、女性が特
定の地域への移住を決意し、そこで就業・起業をしていく中で長期移住を確固
たるものとしていく要因は何かを中心に見ていく。続いて、第 4 節で第 3 節の
考察を行う。最後に、第 5 節で第 2 節から第 4 節までの総括を行う。

第 2 節　人口移動とジェンダー、学歴、就職の関係

人口地理学者の中川聡史の研究によれば、戦後の人口移動に関する研究は多
いものの、移動者の属性について年齢以外をとりあげたものは、伊藤（2003）
において若干触れられている程度で、必ずしも多くない（中川、2005）。そう
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した中で、中川の一連の研究は、人口移動を出生コーホート（同時期に出生し
た人の集団）別に、ジェンダー、学歴などの属性と組み合わせて分析すること
により、時代ごとの人口移動の特徴を明らかにしている。

ジェンダー、学歴、就職に関して、彼の主要論文（中川、2005、2016、
2017）に共通する論点を要約すると、以下のとおりとなる。

第一に、1950 年代以降の人口の流れをおおまかに非大都市圏と大都市圏に
区分すると、大都市圏側から見て三つの転入ピークがある。それらは、1960
年代前半の第一のピーク、1980 年代半ばの第二のピーク、1990 年代から現在
に至る第三のピークである。各ピークの特徴は、第一のピークが東京圏、名
古屋圏、大阪圏のいずれにおいても見られる一方、第二のピーク、第三のピー
クは東京圏にのみ見られる。つまり、三つのピークのうち、第二のピーク以降
は、東京圏への一極集中が高まっていると見ることができる。

それを前提として、第二に、4 年制大学以上の教育歴を持つ人（高学歴者）
とそうでない人に分け、非東京圏から東京圏に移動している人の教育歴を分析
した。その結果、1980 年代以降に東京一極集中が進むなかで、東京圏での就
業機会は金融・保険業、不動産などの第 3 次産業の職種に限定されるように
なり、非東京圏出身の高学歴者が選択的に東京圏に移動・定住するようになっ
た。すなわち、給与の高い専門的知識を必要とする職種に応じることのできる
人のみが東京圏に移動する傾向が強まった。加えて、入学難易度の高い大学の
学生ほど、東京圏での就職を希望する傾向が強い。

第三に、特にジェンダーと学歴の観点からは、非東京圏から東京圏への「高
学歴者に特化した選択的な人口移動」が生じている中、男子に比べて女子のほ
うが選択的な人口移動の傾向が強く、1990 年代以降その傾向はさらに強まっ
ている。

人口移動がグローバル化した今日、一部は海外との流出入も考慮しなければな
らないだろう。しかし、例えば欧米等に比べて、日本から海外への人材流出の程
度が比較的盛んではないことを考慮すると、国内のある地域からの人口流出はす
なわち、国内の他の地域への人口流入を意味すると考えて差し支えないだろう。

そこで、少々乱暴ではあるが、「東京圏以外の地域」を全て「地方圏」と定
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義して以上の要点を読み直すと、次のように指摘できるだろう。すなわち、近
年、就職との関係から東京圏に高学歴者が集中し、女性にその傾向が強いとい
うことは、高学歴者が望むホワイトカラー職の少ない地方圏からは、高学歴女
性が選択的に移出する傾向にあるということである。

当然のことながら、すべての大卒女子がこのような傾向にあるわけではない
が、大きな流れとして以上のような動きがあり、その中で大卒女子の移住をい
かに促進するのかは各地域にとって課題の一つである。よって、先行研究では
明らかにされていない、高学歴女性が地方圏で働く際に仕事に求めるものは何
なのかを、女性が移住を決定するプロセスの中で見ていく必要がある。

次節では、和気町に移住した一人の大卒女性の移住、就職、起業といった一
連のプロセスを見ることにより、女性がどのように特定の土地に移住し、長期
定住を確信するに至るのか、具体的に見ていくことにしたい。

第 3 節　岡山県和気郡和気町の女性の事例

1　和気町への移住を決意

ここで紹介する平井さんは、埼玉県から岡山県和気郡和気町に移住した 30
代の女性である。現在移住 4 年目を迎えたところである。移住する前は埼玉県
の川口市在住で東京都の八重洲にある企業まで通勤していた。

平井さんが最初に入った企業は、誰もが知る大手広告企業であった。本社の
ある東京駅まで毎日満員電車で通勤していた。企業では、パート・アルバイト
のウェブ広告媒体の企画の部署に所属し、広告媒体のウェブマーケティングが
担当であった。具体的には、どうすればそうした媒体に多くの応募者が集まる
のかということを考えていた。2008（平成 20）年のリーマンショックまでは、
深夜 2 時くらいまで勤務する毎日だった。

激務を続ける中で、自分の生き方に疑問を感じるようになったのは、本人が
「隙間の中の隙間探し」や「どんぐりの背比べ」と呼ぶ状況に閉塞感を感じた
からである。つまり、都市部には同じサービスが溢れ、飽和状態にある中から
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隙間のサービスを探す状態であり、これ以上の新しいサービスを見つけること
は難しいとの印象を持っていたためであった。

移住を考えるきっかけは宮古島を訪れたことである。東京に比べて年中温
暖であることと生活費の安さに惹

ひ

かれた。必然的に、最初に移住先として考え
たのは沖縄であった。しかし、沖縄は移住者の多い地域である。現地訪問をし
て、あまりにも移住希望者が多く、飽和状態にある沖縄を見て、現地の人々の
移住者への視線も歓迎一色ではない印象を受けた。そこで移住者がそれほど多
くない他の地域を探していくことになった。

一方で、平井さんの父親（島根県出身）に移住について相談したところ、同
じ中国地方の岡山県を勧められた。父親の勧めを受けて新橋にある鳥取県と岡
山県合同のアンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」の「移住・しごと
相談コーナー」を訪れた際、たまたま手にした移住パンフレットで特集されて
いたのが和気町であった。しかも、タイミングよく、移住推進員 I さんが近々
東京に来ることを知る。無事に I さんと会うことができ、和気町をより詳しく
知るために、3 泊 4 日で初めて和気町を訪れた。

このように物事はとんとん拍子に進んだが、和気町への移住の決断には 4 つ
の決め手があった。それは、①自然と利便性のバランス、②立地の良さ、③や
りがいのある仕事の多さ、④信頼できる人の存在、の 4 つであった。

一つ目の自然と利便性のバランスとは、JR などの交通、コンビニ、薬局が
あり、和気駅から車で 10 分程度で山林や棚田が広がる。このように小さいエ
リアにまちと田舎がコンパクトにまとまっていることであった。

二つ目の立地とは、JR の和気駅から岡山駅まで在来線で 30 分程度であり、
和気駅を通る山陽本線は列車の本数も多い。岡山駅は、新幹線を利用すれば大
阪まで 1 時間で行ける一方、四国へ行く際の乗り換え地であるなど、鉄道網が
発達している。また、地震リスクが関東に比べて圧倒的に低い。こうした立地
上の利便性と安全性がある。

三つ目のやりがいとは、移住者に開拓されていない「余白」部分が多く、
様々な点でチャレンジがしやすいということである。東京であれば競争者も多
く、そうした「余白」は少ない。そうした部分を開拓することによって自分が
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先駆者になることができる。
四つ目の「人」とは、移住者のことを第一に考えてくれる町役場の担当者が

いたということである。加えて、移住者には同世代が多い。100 人以上の移住
者のうち 7 割が 30 代から 40 代で、共感しあえる人々が多いと思えたところ
も大きな決め手であった。

特に「人」に関しては、町役場に勤務する I さんの存在が大きい。I さん自
身和気町への移住者であり、現在は町役場の移住推進員である。彼との出会い
が、和気町への移住を決めた最大の理由であった。

和気町での仕事を探すにあたっては、I さんがハローワークの情報などを移
住前から送ってくれた。そうした中で、平井さんに合う仕事として地域おこし
協力隊を提案してもらった。

和気町の手厚い支援に加え、I さんは面倒見がよく信頼できる人物であり、
このような人物が住む場所であれば何があってもやっていけると確信できたこ
とが、和気町移住の決め手の一つであった。2017（平成 29）年、12 年間勤務
した企業を退職し、夫とともに和気町への移住を決めた。

2　地域おこし協力隊員としての活動

まず、平井さんが和気町に移住するとともに就任したのが、地域おこし協力
隊であった。その募集では任務として三つの柱が掲げられていた。すなわち、
特産品のブランド認証の立ち上げ、駅前商店街活性化、移住定住支援の三つで
あった。平井さんの仕事はそれら三つの任務の遂行であった。勤務は町役場と
和気商工会の二つの職場での兼務であり、週 1 日は役場業務で移住定住サポー
ト業務、週 4 日は商工会でブランド認証と商店街活性化業務というサイクルで
あった。以下、具体的な平井さんの活動を一つずつ見ていくことにしよう。

（１） 特産品ブランド認証の立ち上げ

任務の一つとしては、特産品のブランド認証のコンセプトづくりから各企業
をまわり認証するところまでを行った。この任務に対して、平井さんが実際に
行った活動は次のようなものであった。
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まず、特産品ブランドを作るにあたり、コンセプトを明確化する必要があ
る。そのヒントを得るため、和気町の特徴を抽出していく作業を行った。その
際の手法の一つが、和気町の町民 50 人に対して、和気町の特徴や良いところ
悪いところなどの聞き取りを行う定性調査であった。同時に、町民アンケー
トを行った。このように定性と定量の両方の調査を行うことにより、和気町
とはどのような場所かを明確にし、ブランドづくりの基礎資料とした。その
結果、和気町のキーワードは「調和力」であると分析し、このブランドは和

わ

氣
け

◎
まる

 印
じるし

 と名付けられた。ブランドのロゴマークのデザインは、「調和力」の
キーワードに相応しく、和気町の持つ変わらない原風景と変化していく利便
性の両面が丸の左右に描かれたものとなっている。また、ブランドの認証にあ
たっては、「ただ美味しくて、その地のものだったら何でもいいになってしま
うと、ただの商品カタログみたいになってしまうので」と平井さんが語るよう
に、何らかの調和のストーリーを持っているものしか認定しないという独自の
基準を設定した。

このブランドには、単なる一定の基準をクリアしたものを認証するだけでな
く、最終的には和気町の認知度の向上、移住促進につながるようなものにした
いとの期待も込められていた。つまり、ブランドに認定された商品を通じて和
気町を知ってもらい、愛着を持ってもらう道具として発信したいとの意図が込
められていた。

認証にあたっては、平井さんが中心となり委員会を立ち上げ、3 年間で第 3
回まで審査会を開催し、現在、町内事業者の 11 社 32 商品が承認されている。
基本的に、企業から認証料は受け取らず、認証された商品は和気商工会から販
路開拓の支援を受けることができる。

（２） 駅前商店街活性化

JR 和気駅前に、以前は商店街であったが、現在は空き店舗が多く、一部住
宅地になってしまった通りがある。ここの活性化はかねてより町の懸案事項で
あった。その目玉が旧中国銀行の建物の改修である。この一部は、既に和食の
店舗（1 階の「和菜食堂」）などに改修されているが、未着手の 3 階の空きス
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ペースを ENTER WAKE BASE と名付け、コワーキングスペース「学びと
挑戦の成長循環を生むまちづくり基地」へと改装した。それと共に、自ら商店
街活動の内部に入り込み、そこに人の流れを生み、他の店舗にも波及させるこ
とも目標とした。

1 年目はブランド認証制度の構築に注力したため、商店街の活性化に関し
ては、リサーチをかねて聞き取りをしていった。2 年目は ENTER WAKE 
BASE の改修に必要な補助金の獲得を目指し、申請のための企画書作成、応
募に力を注いだ。そうした努力が実り、3 年目の 4 月に補助金が通り、改修計
画を立て、大学生、高校生の力も借りて手作りの内装を進め、8 月のオープン
に漕ぎつけた。

（３） 移住定住支援

二つの職場（町役場と商工会）のうち、町役場での任務が移住定住支援で
あった。1 年目は、移住推進員の I さんに同行する形で移住促進の支援を行っ
た。この支援には、移住促進のための動画作成や移住希望者向けのバスツアー
などが含まれる。

2 年目は、通常の移住業務に加えて、ウェブサイトの改修に携わった。これ
は前職がウェブディレクターの平井さんにとって得意分野であったので、経験
をいかんなく発揮した。具体的には、カスタマーの分類、整理を行い、どこが
ボリュームゾーンであり、人物像はどういったものかなどを明確化して、ウェ
ブ制作会社と 1 年をかけてウェブサイトを作り直す作業を行った。

（４） 任務以外の活動

実際は、以上の三つに加えて、自分の関心のあることにも積極的に活動を広
げていった。その代表的なものが、特産品の開発、町内の高校への出張授業、
内側からの商店街活性化、である。

一つ目の特産品開発としては、町内産のりんごを使用したシードル（リン
ゴの発泡酒）の製造がある。平井さんの協力隊 1 年目の冬にりんごが豊作とな
り、廃棄寸前となっていた。これを聞きつけた平井さんは、この廃棄寸前のり
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んごの活用先としてシードルの製造を提案する。こうして生まれたのが、シー
ドル「りんごのうた」であった。

企画の第一弾は、シードルのみの製造・販売ではなく、新しい飲み方も提案
しようと考えた。シードルを飲む器（シードルボウル）を備前焼の窯元にお願
いして製造してもらい、これをセットで販売することにした。シードルは、原
料を広島県福山市の事業所に依頼して製造した。このシードルを日本最大級の
シードルのイベントである東京シードルコレクションに出品したところ、デザ
イン部門で準優勝を獲得することができた。

翌年も製造したが、りんごの出来が悪く本数は少なくなった。しかし、出来
不出来があってもワインのように毎年製造し続けることに意味があるとの考え
のもと、今後も製造し続ける予定である。

二つ目の出張授業とは、地域探求活動が盛んな和気町内の高校に出向き、総
合的な探求学習の一環として授業を行ったことである。これは、商店街活性化
を進めるには自分一人では難しいため、地元の高校生を巻き込むことを考え、
その一環として、高校の探求学習の時間の一部を平井さんの授業に当てても
らった。高校生には自分が前職で習得したマーケティング手法の授業を行い、
興味を持った高校生に商店街活性化の活動に加わってもらった。

三つ目は、二つ目と関連するが、自分の店を持つことを念頭に、当初任務
として予定されていた以上に商店街活性化活動に積極的に入っていった。高校
生と共に活動をすることで、商店街の内側から課題を把握し、活性化への道を
探っていった。

このように、協力隊としての任務だけでなく、協力隊としての任務が終了し
た後の起業をも見据えて、当初想定されていた任務以上の活動に取り組み、成
果を上げていった。

3　クラフトチョコレートショップ「埜藝菓」の開店

地域おこし協力隊の任期を 2020（令和 2）年 5 月に終了した平井さんは、同
じ年の 6 月にクラフトチョコレートショップ「埜

の ぎ か

藝菓」を本格的に開店した。
埜藝菓という名前には、自然由来の丁寧なお菓子との意味が込められてい
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る。あえて旧漢字を使用し、日本の昔ながらの暮らし、人間らしい原点を表し
ている。一般的に、チョコレートショップといえば西洋風の店名を持つ店舗が
多いが、チョコレートを通して和気町の暮らしの良さを伝えたいという意味を
込めて、店名は和風にした。

なぜ起業か。それは、子供を持っても続けることができ、雇われない働き
方（自由な働き方）ができると考えたためである。また、製品としてのチョコ
レートは日持ちがよく、時間のある時に作り置きすることができる。理想は、
時間に追われず、余裕のあるバランスのとれた暮らしであり、その理想を叶え
る働き方が、チョコレートショップという選択であった。

ではなぜチョコレートなのか。そもそもチョコレートを好きであったことが
一番の理由である。クラフトチョコレートとは、Bean to Bar とも呼ばれ、自
店で豆からチョコレートまでの全工程を経て製造されたチョコレートのこと
で、2016（平成 28）年頃から東京を中心に人気店が評判となりだした。以前
から自分でも事業として興味を持っており、地方で事業を起こしたら面白いの
ではないかと考えていた。地方の豊富で新鮮な食材を生かし、食品に関する事
業を起こしたいとも考えていた。素材にこだわり、個性が出せるため、他店舗
と差別化できるビジネスとして可能性を感じてもいた。

チョコレートの製造方法については、東京にモデルとするチョコレート
ショップがあり、出張で東京に行くたびにお店の講座を受講し、製造技術を修
得してきた。現在は機械を購入し、販売の傍ら新製品のための試行錯誤を続け
ている。

チョコレートの材料のカカオ豆は、近隣県のカカオ豆を卸している会社から
購入している。メキシコ産、インド産、ベリーズ産の豆を使用している。

値段は 800 円と少々高めではあるが、これは原料となるカカオ豆の産地の
人々が持続可能な生活を送ることができる値段設定にしているためである。
ターゲット層は、スーパーマーケットのチョコレートでは満足できない 30 ～
40 代女性である。 実際の来店者は、和気町の知人、近隣住民が多いが、最近
はフェイスブックなどの SNS を見て近隣地域から来店する人もいる。来店者
の 7、8 割は初めての来店者であり、半数は男性であるという点も興味深い。
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店舗を出すにあたり、地域おこし協力隊で培った人脈や知恵が大きく役立っ
た。地域おこし協力隊として特産品の開発やブランド認証の仕事をする中で、
販売先とのつながりができ、その結果、事業を始める前から、事業を始めた場
合にどのように具体的に商売をしていくべきかのイメージをつかむことができ
たという。

出店の資金は、地域おこし協力隊の起業支援金 100 万円を利用した。また、
地域おこし協力隊時代の勤務先が町役場と商工会の兼務であったので、創業に
ついて商工会に相談したり、日本政策金融公庫に融資の相談をしやすいところ
があった。さらに、その人脈を利用して、商工会の会員から、改装、ちらし
作成などの支援を得ることができた。地域おこし協力隊時代の実績も大きく役
立った。

平井さんは自身のキャリアについて、「一つ一つ上に登っていくやり方もあ
れば、経験で培ったやり方をもとに新しいものを生み出していくやり方もある
が、自分は後者のやり方のほうがいい」と語る。前者が長期にわたり組織内で
積み上げていくキャリアだとすれば、後者は所属する組織を変えつつも、これ
までの経験を活かしてゼロから一つのプロジェクトを立ち上げていく方法とい
える。平井さんは後者のやり方を好み、柔軟にキャリアを変えるプランでここ
まできた。所属する組織は変わっても経験は生きる。これを和気町でも適用し

図表 2–1　埜藝菓のチョコレート（外装） 図表 2–2　埜藝菓のチョコレート
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てきた。
企画業務を長く経験してきたので、扱う商品はウェブサイトからチョコレー

トへと変わったが、企画を構想して実現していくというこれまでの会社での経
験は生きている。地域おこし協力隊の仕事も、自分から仕事を選択でき、人脈
や知識を蓄積できたという点で大きく役に立っている。

ただ、2020（令和 2）年の 2 月頃から蔓延した新型コロナの影響により、4
月と 5 月は休業となった。個人事業主を対象とした持続化給付金の補助を得
て凌ぐことはできたが、今後は、製造したチョコレートで地元の商品とコラボ
レーションしたり、新たな製品を生み出すことに挑戦したり、店舗運営だけで
なく他の仕事も開拓していくなどして、リスクヘッジもしなければならないと
考えている。

このように地域おこし協力隊から店主へと仕事内容は変わったが、引き続
き店舗経営者という立場で、まちづくりに積極的に参加していく予定である。

第 4 節　考　　察

以上の事例より、女性と移住と仕事の関係に関してどのようなことが言える
だろうか。次のように分析ができるだろう。

第 1 に、退職者でない限り、移住をすることはそこで新たな仕事を探すこと
を意味する。都会に比べて生活費が低下しても、生活をするための資金は必要
となる。この点において、事例が示唆するのは、移住希望者の適性に合ったき
め細やかな仕事情報の必要性である。平井さんの場合は、移住推進員である I
さんが頻繁に求人情報を提供してくれた一方、平井さんの希望に合致するもの
として地域おこし協力隊の仕事を提案してくれ、平井さんもそれをもとに移住
後の人生設計を描くことができた。

第 2 に、地域おこし協力隊の活動が、起業をするうえで大きく役立ったと
いうことである。平井さん自身、起業を見越して地域おこし協力隊を務めてい
た。都市部以外への移住の場合、移住先の既存の企業には自分が望む仕事がな
いことが多い。既存の企業の仕事はそれ自体意義あるものだが、自らが企画・
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立案し、実行に移す自由がある仕事という意味では限界があるかもしれない。
そもそも大卒女性が首都圏での就職を望む理由は、まさにそのような職種を望
むからである。その意味で、自分の能力が生かせ、時間にも融通が利く起業を
見据えて、地域のことを知るための道具として地域おこし協力隊は最適な選択
であった。

第 3 に、過去の経験を生かせる場の存在である。平井さんの場合は、地域お
こし協力隊がまさにそうした場であったし、それを足掛かりにして、さらに起
業へとつなげることができた。特に大卒以上の高学歴の女性の場合、社会人経
験を持ち、専門性を積み上げてきた人も少なくない。そのような女性の能力を
活用できる場がある地域が、女性にとっても移住しやすい地域であるといえる
だろう。つまり、単なる仕事の有無ではなく、男女を問わず、能力を発揮でき
る場があり、きちんとそれを評価してくれる人がいることが重要なのである。

最後に、仕事と直接関係するものではないが、移住生活を安定させる要因と
して、移住する際の信頼できる人の存在は重要である。事例における移住推進
員 I さんのように、自身が移住者で、古くからの住民と移住者との間に立ち、
必要に応じて新規移住者の支援を行う人の存在は、まったく知り合いのいない
場所に来た移住者にとっては大変頼もしいものである。特に、日常生活に関す
る事項もさることながら、災害時などの非常時にどのような対応をすべきかの
基準を示してくれる人物の存在は、新規移住者にとって心強いものとなる。

平井さんの和気町への移住は偶然の連続によって起きたかのようであるが、
具体的な移住へと踏み切るには、第 3 節で挙げた 4 つの点という明確な決め手
があった。その意味で、移住は決して偶然に起こったことではなく、自らの意
思で選び取った結果というほうが正確であろう。とりわけ、I さんのような信
頼できる人との出会いという、極めて人間的で個人的な信頼が大きな決め手に
なったことは注目に値する。
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第 5 節　お わ り に

本章では、ある大卒女性の移住のプロセスを追うことで、移住から長期定住
に結びつくにはどのような要因が関与するのかを、事例を通して描いてきた。
ここから得られた女性の移住促進への示唆は、以下のとおりである。

すなわち、女性の移住者を増やすためには、その経験を存分に発揮できる自
由な空間が必要である。ここでいう空間というのは、物理的な場だけでなく、
制度や思考なども含めた空間を意味する。首都圏の企業で働いた経験のある専
門性を有する人材を地方圏で採用する動きはあるが、その際に重要となるの
は、こうした経験を生かせる場が、特に女性にとって、地方にあるかどうかと
いうことである。つまり、単なる仕事の有無だけでは不十分なのである。

平成 29 年度の男女合わせた高等教育機関への進学率を見ると、80.6％と過
去最高となっており、女性の大学・短大進学者に絞っても 57.7％と年々上昇す
る傾向にある 3）。また、女性の就業率も毎年高くなっており、若い男性は配偶
者が結婚後も共に働くことに疑問を持たない。女性達の能力を生かすような環
境が整備されていてこそ、女性の移住は可能になるのである。

本章の平井さんの場合、信頼できる人物との出会いがあり、和気町が地域お
こし協力隊の業務として能力を発揮できる場を用意していたこと、彼女がその
場で自分の能力を存分に発揮することができたこと、その成果を基盤として密
かに温めていた起業の試みを実現できたことが、彼女の長期定住の決断へとつ
ながったのである。

本章は、JSPS（科研費 19K12623）による研究成果の一部である。

注
1）　本章における人口移動とは県を跨いだ移動のことであり、短期の移動や県内および市町村

内の移動はここには含めていない。
2）　内閣府男女共同参画局「平成 30 年版男女共同参画白書」からの数値。これは、大学（学部）

進学者の割合であり、短大進学者も合わせた大学・短大進学率は 57.7％である（平成 29 年
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度）。ちなみに、男子の大学（学部）進学者の割合は 55.9％である。
3）　数値は、文部科学省「平成 29 年度学校基本調査」および内閣府男女共同参画局「平成 30

年版男女共同参画白書」にもとづく。
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第 1 節　は じ め に

美術作品の制作を専門としているアーティストにとって、大阪や京都、東京
という街はある種の居心地の良さを感じさせる都市である。昨年、中国地方の
美術館の学芸員の方とアーティストの活動について話題とした際、「この地域
の多くの作家は居住する地域において制作し、定期的に関西か東京に出向くよ
うにしている」と伺った。アーティストが都市圏に赴くということは、単に制
作した作品を発表する場を求めてという理由に留まらないだろう。都市圏で開
催されている様々な展覧会の鑑賞を目的とすることもあるだろうが、おそらく
は、各都市にある各々が所属するギャラリーやそこにいるアーティスト、その
コミュニティの中に一定時間滞在し、交流するという時間が不可欠なのだと思
う。インターネットを介して、情報を容易に手に入れられる現代においても、
アーティストにとって都市圏を離れるということは、一定のリスクを伴うもの
である。

実際、文化庁『文化芸術関連データ集』1）を見ると、アートやアートに携わ
るクリエイターとされる芸術家の職業人口の大半は東京に集中しており 13 万
5 千人となっている。次いで、神奈川の 4 万 4,170 人と首都圏を中心に愛知や
大阪など、いずれも都市圏に集中していることがわかる。また、総務省の平成
22 年の国勢調査によると、日本には今およそ 60 万人の芸術家やクリエイター
が存在するとされる 2）。これは日本の就業者全体の約 1%に相当する数字であ
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り、労働者人口の 100 人に 1 人がなんらかの形で芸術に関連する仕事に従事
していることになる。

このようにアーティストがコミュニティを形成し、制作や発表活動する場は
都市圏に集中しているが、各地方でアートを媒体とした、様々なイベントが催
されてもいる。例えば、中四国地方における「瀬戸内国際芸術祭」や 2021（令
和 3）年に第 1 回が予定されていた「ひろしまトリエンナーレ」、新潟の「大
地の芸術祭　越後妻有アートトリエンナーレ」などである。そして、瀬戸内
国際芸術祭や越後妻有アートトリエンナーレの成功に倣って、「地方創生」「地
域振興」「地域再生」「創造都市」「文化振興」などの様々なスローガンを掲げ
て、規模の大小の差はあるものの日本の各地域において、ビエンナーレやトリ
エンナーレの名を冠した様々な芸術祭やアートプロジェクトが目覚ましく勃興
している。各地で開催されるようになったこれらの芸術祭やアートプロジェク
トは、地域社会だけではなく、アーティストにとっても様々な恩恵を与えた。
だが、その一方で、2019（令和元）年から 2020（令和 2）年にかけての「あ
いちトリエンナーレ」の「表現の不自由展・その後」や「ジャパン・アンリミ
テッド」の外務省公認取り消し問題に見られるように、わずか数カ月の内に起
こったアートとその表現を取り巻く出来事は、この国におけるアートをはじめ
とする文化芸術の環境をはからずも可視化した出来事であった。

本章では、日本の特定の地域における美術に関わる個別の事例について取り
上げることを目的とせず、各地域におけるアーティストの活動やそれに関連す
る施設やアートプロジェクトとその変遷について広く取り上げた。本書全体の
目的である岡山を中心としたアートについても取り上げるが、アートという領
域の特性からも、特定の地域の事例のみでは、アーティストと地域の関わりに
ついて述べることは困難であり、またアートを取り巻く多くの参考事例が東京
や大阪など大都市圏に集中している事情もある。アーティストやアーティスト
を育てる機関としての美術大学、発表の場や作品を管理・所蔵する場としての
美術館やギャラリー、制作の場としてのスタジオやアーティストの滞在制作を
支援するアーティスト・イン・レジデンス（以下、AIR）事業、また芸術祭と
は別のアートプロジェクトや NPO など、アーティストが関わる場や組織・団
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体・人々は都市部以外も点在し、多様な活動を営んでおり、それぞれが少なか
らず地域との関わりを持って活動している。アーティスト個人や組織がどの様
な役割を担って活動し、地域社会に関わり根差しているのか、アーティストで
もある筆者の経験も介しながら様々な事例について取り上げた。

第 2 節　アーティストの活動について

日本国内で社会生活を行う上において、その存在を意識することは少ないだ
ろうが、世界中には星の数ほどのアーティストが存在し、その表現媒体は、テ
クノロジーの発達と多様化する社会に伴い、伝統的な絵画や彫刻から映像やプ
ログラミングを駆使したメディア・アートやインスタレーションまで、時に複
合的で、内容や他者へのアプローチの仕方は様々である。活動そのものについ
ても、在留する国のアートシーンや地域、その表現媒体においてやはり多様で
あるが、しかし、そのアーティスト（あるいは組織やグループ、ユニット）が
どのような媒体を用いていても、基本的に作品を制作し、発表することが活動
の基礎にあり、主体となることに違いはない。アーティストが制作した作品は、
美術館やギャラリーのホワイトキューブ 3）の空間を超えて、時に街中や公共
空間において展示（あるいは設置）されるのであるが、ここでは筆者自身の経
験も交えながら、アーティストがどのように活動するのか示したいと思う。

筆者は 1997（平成 9）年から 2003（平成 15）年まで、京都の美術大学の学
部と修士課程で表現に関わる技術や美術史・理論等を学びながら卒後、本格的
な展示発表を行ってきた。通常、学部や大学院を卒業したての若い時期に自主
的に開催する展覧会の場としてギャラリーがある。関西圏には貸しスペースと
しての機能を持ったレンタルギャラリーが多数あって、時代やその表現領域に
よって異なるが、地域のアートシーンを牽引する存在でもある。現在はその様
相も随分と変化しているが、2000 年代初頭までは、このレンタルギャラリー
によって、個展や複数名によるグループ展で作品を発表することが、多くの美
大生にとってアーティストとしてのファーストステップであったといえる。

ギャラリーで発表することは、他者とのコミュニケーションをはかり、大
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学の教員や知人らへの自身の成果を見せる側面もあるが、それ以上に、学芸員
やギャラリスト、また美術専門誌の評論家のレビューなどを通じ、アートシー
ンへ自身の存在を周知する機会であり、それが次の展覧会へと繋げる契機とな
る。ただし、週単位で貸し出されるレンタルギャラリーでの展示は、およそ 1
週間で数十万円程度の費用を要するため、まだ作品も売れない、若いアーティ
ストや学生らは、アルバイトでその資金を賄うのが常で相応の負担となる。

ただ明確な時期は言えないが、作品の売買で経営を行うコマーシャルギャラ
リーが若いアーティストの作品も取り扱うようになったことによって、2000
年代の初頭にはそれらのセオリーは少しずつ変容していった。コマーシャル
ギャラリーは例外もあるが、筆者の知りうる限り、そのほとんどが作品の売買
が盛んな大都市にあって、その入れ替わりも激しい。

同じく、アーティストが作品を発表し、鑑賞する場として美術館が挙げられ
るが、本来美術館が担うのは、収集・保管・研究・教育・展示で、公立美術館
においては、地元や地域の作家の作品の研究や収集、地域の学校と連携した鑑
賞教育や子供へのワークショップなどの教育活動 4）の役割を担い、地域社会
に根ざした役割が課せられているといえる。

日本の美術館を西欧由来のミュージアムと同等に考えるのであれば、「本来
的には『物』としての美術作品を収集し、それを同時代の人や後世に伝えると
いう基本的な役割」5）を持つものであるが、欧米のように充実したコレクショ
ンを持たない日本の美術館は、新進の若いアーティストたちを育成・支援する
場としての機能も果たしている。中四国で見ると、丸亀市猪熊弦一郎美術館は
開館当初より、野口里香や金氏徹平など、すでに頭角を表していた 30 代とい
う若い現代アーティストの個展を開催している。ギャラリー空間とは異なっ
て、天井高のある広大な美術館の空間で展示をする機会は、世代を超えてあら
ゆるアーティストにとって得がたい機会であることはいうまでもないだろう。

東京都現代美術館で例年行われる企画に、若手の現代アーティストを中心と
したグループ展「MOT アニュアル」がある。毎年テーマを設け、時代を反映
した作品群によるグループ展示は、若いアーティストたちにとってはやはり広
大な美術館の空間にチャレンジする機会でもあり、この場に選出されたという
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事実は、一層の知名度を得る機会ともなっている。また、純粋な発表とは異な
るが美術館が AIR におけるプログラムの一環として、展示活動を実施してい
る例もある。

大原美術館が 2005（平成 17）年より行っている ARKO（Artist in Residence 
Kurashiki, Ohara）は最長 3 カ月間、大原美術館の礎となる作品を収集した画家、
児島虎次郎が居を構えた無為村荘をアトリエとして滞在制作を行うプログラム
で、住居・交通費・制作費の支援を行い、滞在終了後には館内のスペースにお
いて 2 カ月間の展覧会を開催する権利を得ることができる。

ARKO と同様に日本全国にはアーティストが滞在し、制作や地域に向けた
ワークショップ、展覧会を行うための施設を備えた AIR がある。サムワンズ
ガーデン制作『世界の、アーティスト・イン・レジデンスから』によると、
AIR とは「公的機関や基金などが各種の美術・芸術制作を行う人物を一定期
間ある土地に招聘し、その土地に滞在しながら作品制作をすること」6）で、世
界中に数多くある AIR のモデルとしては、ベルリンのクンストラードルフ・
ベタニエンや同じくドイツのシュツットガルトにあるアカデミー・シュロス・
ソリチュードなどがある。

大原美術館の ARKO は国内在住のアーティストの 招
しょう

 聘
へい

を基本としている
が、国外のアーティストも招聘の対象とする AIR は日本各地に存在する。そ
の代表的な AIR としては、1992（平成 4）年開設の「滋賀県立陶芸の森」、
1995（平成 7）年開設の茨城県の「ARCUS Project」、1998（平成 10）年開
設の山口県「秋吉台国際芸術村」、 2001（平成 13）年開設の「国際芸術セン
ター青森」などがあり、いずれも滞在期間中の生活費や制作の支援金が支給
され、世界的にも知名度が高い。日本の AIR は「立地条件を活かすなど、ま
ちの独自性を発揮しようとする傾向」7）が強く、このこと自体がわが国の AIR
の大きな特徴で、「AIR 事業によく冠される『芸術村』という呼称からも、芸
術によるコミュニティーづくりという意図が読み取れる」8）。他者や地域との
関わり、場所性を作品の主題とするサイト・スペシフィックな表現作品を制作
するアーティストにとって、AIR に滞在することは、制作そのものでもあり、
好条件であればあるほど当然、高倍率となる。他者や地域との連携を求めるリ



40　第 1 部　地域づくりを支える政策

レーショナル 9）で、その場の環境に応じたサイト・スペシフィックなインス
タレーションを展開するアーティストは、世界中の AIR を行き来し、著名な
AIR に滞在することはキャリア形成の面においても重要な意味を持つ。

西欧から派生した AIR は今日、日本のアーティストたちにも広く認識さ
れ、数多くのアーティストがその場でしか経験できない作品制作を、世界中の
AIR に滞在しながら継続させているが、AIR 以外で制作するアーティストら
は美術大学を卒業後、個人でアトリエを持つか、共同アトリエで制作を行い活
動している。

美術系大学が集中している京都では、「京都文化芸術都市創生計画」におけ
る「若手芸術家等の居住・制作・発表の場づくり」事業として、東山アーティ
スツ・プレイスイメントサービス（HAPS）が、大学を離れたアーティストた
ちの支援の一環ともなる京都の各アトリエの空き情報を取りまとめ、情報発信
を行っている。京都には複数の共同アトリエ（共同スタジオ）があるが、月額
3 万円程度の家賃で借りることができるため、アーティストの多くがアルバイ
トや大学の非常勤講師で生計を立てている収入の少ない現状にあって、表現活
動を継続させるための重要な役割を果たしているといえる。また、この共同ア
トリエはアーティスト同士のコミュニティを継続させる場としても機能し、時
に共同アトリエが連携し、来訪者がアーティストの制作環境を参照しながら作
品を鑑賞できるオープンアトリエを不定期で開催している。

古い町家や工場を改装して制作の場とする共同アトリエやオルタナティブ・
スペースの多くは、大学を卒後すぐのアーティストたちが集まって運営され
ており、特に 90 年代に着目すべき活動が集中しているように思う。アーティ
ストの独立した自主的な活動の拠点のためのスペースのことを、オルタナティ
ブ・スペースやアーティスト・ランなどと呼称するが、全国的に広く知られた
活動に、1999（平成 11）年にスタートした愛知県の「アートスペース dot（以
下 dot）」がある。

dot は愛知県の大学生たちが「何かをやろう」10）という気持ちから始まっ
た大小 4 つのスペースに区切られた、ギャラリーや美術館に近しいホワイト
キューブの空間で、作品の設営から展示期間まで「アーティストのわがままが
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100%通用するスペース」11）を若いアーティストたちが自身の手で作り上げた
好例であるといえる。

現在でも大小様々な試みが見られるが、中四国地方においては、1993（平
成 5）年 12 月から 1995（平成 7）年 3 月まで、岡山におよそ 1 年の期間限定
で運営されたオルタナティブスペース「自由工場」があった。『自由工場　記
録集』によると、自由工場は岡山市役所東隣、国道 2 号線に面し、取り壊しが
予定されていた大供ビルを利用したスペースで、「美術・建築・音楽・演劇・
映像などの芸術活動と交流の拠点」12）、また、作品発表の場として 1 年間の制
約を設けて運営されていた。

当初はビル全体を芸術活動の場として活用できることが約束されていたが、
テナントの立ち退き交渉の遅れから、6、8、9 階と階段スペースおよび屋上の
みという状態が続き、最終的には 1、4、6、7、8、9 階と屋上が活動スペース
になった。設立準備に携わったメンバーや、当時の「工員」と呼ばれるアー
ティストやスタッフの名前を確認すると、岡山県内だけではなく関西圏を中心
に、相当数の美術関係者が関わり、自由工場の活動に注目していたことがうか
がえる。　

近年アーティストたちの発表の場として日本各地で展開し、地域社会から貢
献を期待されるようになったアーティストの作品発表の場として「横浜トリエ
ンナーレ」や、前出の「瀬戸内国際芸術祭」や「大地の芸術祭　越後妻有アー
トトリエンナーレ」、昨今、話題となった「あいちトリエンナーレ」などの国
際芸術祭や大小様々なアートプロジェクトがある。瀬戸内国際芸術祭のように
作品を求めて島々を渡り歩き、周遊する展示形式の源流は、ドイツ・カッセル
の「ドクメンタ」や、同じくドイツの「ミュンスター野外彫刻展」にあると考
えられる。ミュンスターはドイツの静かな住宅街で、街中や郊外、あるいは牧
草地帯などに作品が点在し、プロジェクト終了後もドナルド・ジャッドやクレ
ス・オルデンバーグなど、いくつかの作品は街に恒久的に設置されている。

2019（令和元）年に第 2 回目を迎えた「岡山芸術交流」も、岡山市内のオ
リエント美術館や林原美術館、シネマ・クレール丸の内などの文化施設や、旧
内山下小学校・旧福岡醤油建物などの文化遺産に作品を展示・設置し、市内を
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周遊しながら作品を鑑賞する国際芸術祭である。第 1 回展ではフィッシュリ
& ヴァイスやジョーン・ジョナス、第 2 回展には 2016（平成 28）年度の第 1
回展にも参加したアーティスト、ピエール・ユイグをアーティスティック・ディ
レクターに迎え、マシュー・バーニーなど国際的にも評価の高い、著名なアー
ティストを招聘し成功を収めている。

国際芸術祭はその規模も大きく、日本のアーティストたちにとっては世界の
アート・シーンを見据えて、注目を集める作品発表の機会である。特に美術館
やギャラリー空間では展開のできない、場や環境・地域性に応じたサイト・ス
ペシフィックな作品やプロジェクトを展開するアーティストにとっては、貴重
な発表の機会ともいえるだろう。一方で、自治体にとっては国際芸術祭やアー
トプロジェクトは過疎化が進む地域における重要な観光資源として注目を集め
てきたといえる。

第 3 節　アーティストの活動における問題

細部に手が届かないものの、ここまで幾つかの事例を取り上げながら、アー
ティストの活動や地域のアートの事例について記述してきた。アーティストは
それぞれの情熱を持って制作や発表を行なっているが、AIR などの特別な場
を除く日常の活動において、何らかの支援があるわけではなく、そのほとんど
が自助努力による活動である。

例えば、先述のとおり現在ではかなり減少しているとはいえ、今でも相応の
資金を用意し、展示会場を借りて展覧会を行うアーティストはいる。運良く、
若い時期にコマーシャルギャラリーに所属して、展覧会を開催できた場合にお
いても、制作費・搬入に関わる費用は基本的に、アーティストの自費で賄われ
ている。それ以外の自主的な活動、例えば先の dot の活動は当時、注目を集め
た萌芽的な取り組みであったがその大半が、まだ 20 代前半だった若いアーティ
ストたちの自費で賄われていた。

同じく共同アトリエやオルタナティブスペース、アートセンターとしての機
能を持った東京の「スタジオ食堂」も、中山ダイスケや須田悦弘をはじめとす
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る著名なアーティストたちの先鋭的な取り組みとして多くの注目を集めたが、
その活動はアーティストとスタッフの自費で賄う面が大きく、継続的な活動と
して根ざしにくかった面は否めないだろう 13）。日本でアーティストは社会的
な支援を受けづらく、アーティスト自身の自助によって活動する面が大きいと
いえるが、アーティストへの処遇が手厚いとされる欧州で、比較的アーティス
トの置かれる環境が近い国にフィンランドがある。

日本と同じくコマーシャルギャラリーが少なく、アーティストの発表の場
としてレンタルギャラリーが基本であるフィンランドにおいては、日本と異
なり、制作した作品を展示・発表する際の公的な支援がある 14）。アーティス
トが主に申請するのは制作活動のための助成金で、制作に集中するために支給
される生活費として、通常 3,000 ユーロ／月程度を半年から数年単位で申請で
きる。また、使用目的のある助成金として、ギャラリーをレンタルする際の助
成金があるが、特筆すべきは制作に関わる費用も含めて申請することが可能な
点である。ただし、助成の申請は展覧会場を予約して以降になり、必ずしも採
択されるわけではなく、支援が受けられない場合には自費で開催することとな
る。ただ、公的に展覧会の開催と制作資金の支援制度があることは日本との大
きな違いといえる。このような支援体制があることによって、アーティストは
自身の作品に注力する時間を得ることができるとともに、大口の顧客を持たな
いレンタルギャラリーにとっては、その経営を安定的に継続することのできる
基盤ともなっている。引いてはアートの裾野を広く保つための役割を担ってい
るといえるだろう。

このようにアーティストに対する支援の厚い欧州に比して、日本ではむしろ
アーティストやアートに関わる個人は支援される対象ではなく、極めて搾取の
対象となりやすい存在であることを指摘しておきたい。日本の自治体の中には
国際芸術祭などのイベントではなく、持続的な活動によって教育・福祉にアー
ティストを活用しようという動きが複数見られる。このようなアーティストと
行政を繋げる橋渡しとしての役割を持つのが NPO 団体であるが、ある NPO
団体の実施した事例を見ると、子供の図画工作・音楽の支援のための芸術家派
遣事業や、高齢者への美術・ダンス・演劇など、ニートと呼ばれる若者や乳幼
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児を対象とした子育て支援などで芸術家を派遣している。教育や福祉に芸術を
活用する活動とその効果について異論はないが、実際にこれらの事業に関わる
アーティストらの活動は多くの場合、無償か無償に近いボランテイアで、それ
だけで生計を立てるのが難しい。

また、社会学者の吉澤弥生はその著書において、文化事業や国際芸術祭や
アートプロジェクトに関わる多様な人々の働きの例を取り上げ、「そのほとん
どが有期雇用の『その年暮らし』で、長時間労働かつ低賃金、雇用保険や社会
保障とは程遠い存在である」15）ことを指摘する。吉澤が取材したフリーランス
で NPO の経理の仕事をしている 30 代女性は、「社会ではアーティストは『好
きなことをやっているんだから』とずさんに扱われていると感じており、『周
りの大切な人たちには仕事に見合った正当な報酬が確保されることを願ってい
る』」と述べる 16）。吉澤はアーティストだけではなく、アーティストとの橋渡
しをする NPO やその職員についても、それだけで成り立つ十分な収入を得て
いる人は少ないことを取材の中で明らかにしている。

国際芸術祭やアートプロジェクトに行政や民間からの助成金はあるものの、
その使途は限定されると共に短期的であって結果、個人への継続的な支援はな
いのが現状である。また、国際芸術祭やアートプロジェクトにおいては、従来
のアーティストの作品イメージと異なり、大規模で多くの人の手が必要な作品
がほとんどで、自然、ハイコストなものとなる。このような作品の場合には、
一般のボランティアや美術大学の学生たちからの支援が必要となるが、アー
ティストで批評家の白川昌生は大学教員がアートプロジェクトの企画者であっ
た場合のヒエラルキーについて取り上げ「自分がそうした使える（支配的）立
場にいるということをどのくらい自覚しているだろうか」17）と苦言を呈する。
同様に、アーティストの会田誠はアーティストのアシスタントを行うことに
よって、その人脈を通じキャリアが形成できるという側面に触れ、肯定的な面
を認めつつも、白川と同様にアーティスト間におけるヒエラルキーの構造につ
いて自身の経験を介した指摘を行なっている 18）。
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第 4 節　成果主義の弊害

様々な要因があると考えられるが、現在においては、不景気やコマーシャ
ルギャラリーの台頭、レンタルギャラリーの減少、また極めて売買の成立しづ
らい作品の流行に伴って、アーティストとその作品の発表の場が各地域で開催
される「芸術祭」や AIR も含めたアートプロジェクトに移行している。ただ、
これらの場は、アーティストにとっては発表する機会を無償で得られるという
利点はあるが、その招聘に当たってアーティストに当該地域に対する何らかの
成果を求める傾向が強くみられる。

目に見える成果は AIR だけではなく、美術館や自治体主催のアートプロ
ジェクトそのものにも求められるもので、美術館は来場者数、国際芸術祭は地
域における経済的な波及効果、AIR などの場においてはワークショップや展
覧会など、必ず地域に還元される何らかの成果を求められる。AIR での展覧
会やワークショップなどは、アーティストにとって成果を発表する稀有な機会
でもあり、キャリア形成においても有効であるといえる。だが、僅かな期間で
の作品発表や地域住民や子供達との交流は、特に慣れない環境下での制作とあ
いまって、アーティストの大きな負担となることは容易に想像できる。公的な
資金を伴って運営される団体において、一定の成果を求めることは運営側から
するとやむを得ない面がある。だが、このように常に数字や具体的に現れる成
果を求めることについては疑問を呈したい。

社団法人メセナ協議会の萩原康子は「わが国のアーティスト・イン・レジ
デンス事業の概況」において次のように述べる。「事業の主催者が自治体主体
となれば、アーティスト支援という AIR 本来の趣旨以外にも、地域振興や地
域の活性化といった要素が目的に加わってくる（…中略）招いた創造的な人的
資源をいかに地域に開いていけるか、いきおいプログラムは、地域住民との交
流に重きが置かれた内容となってくる。（…中略）アーティストは滞在期間中、
スタジオを公開したり、トークやワークショップを行なうなど、何らかの手法
で自らの活動について地域に公開することが求められている。ただでさえ成果
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の見えにくい事業なだけに、地域住民との交流なくしては理解を得ることが難
しい」19）。

これは特に文化芸術事業に限った話ではなく、科学振興などにも見られる傾
向であるが、我が国においては個人や団体問わず、公金の投資に対して社会へ
の還元、それも早期の結果を求める傾向が強く見られる。だが、アーティスト
が享受した経験は本来すぐに作品や対外的に還元できるものではなく、いつ、
どの時期に成果が見えるのかは不明のものである。

先にフィンランドの支援の事例についても取り上げたが、世界におけるアー
ティストへの支援はどのようになっているのだろうか。全てを把握しているわ
けではなく、各地によって事情は様々であろうが、ドイツの AIR に参加した
当時 20 代のアーティストが経験し、後に筆者が聞いた例について取り上げた
い（ここで取り上げるアーティストの 1 名は若くして既に亡くなられており、
もう 1 名も事例掲載の確認はできなかったため、ここでは名前を伏せる）。

中世西欧のイメージから作品を制作していた日本人アーティスト A は、当
該地での滞在制作において、作品のイメージやリサーチを行い、何らかの成果
や物としての作品を制作しなければならないと考えていた。それがアーティス
トとしてのキャリア形成であり、レジデンスに滞在する上での義務であると感
じていた。同時期に滞在した同じ日本人アーティスト B も、AIR から与えら
れた自身の部屋で作品制作を行っていた。B は滞在先で調達したもの、借りた
ものや私物を組み合わせ、新しい形に組み立て直す手法を用いる、その場や環
境に応じたサイト・スペシフィックで、かつ、現地の人々と交渉するリレー
ショナルな制作プロセスを主体としていた。

既に複数の AIR を経験し、着実に経験を積み重ね、滞在制作に相応しい作
品を制作する B の一方で、初めての AIR への参加で、目に見えて他者との関
わりを必要としない平面作品が主体だった A にとっては、この 2 か月間の滞
在当初は大変に苦痛なものであったと聞く。ただ、同時期に滞在していた諸外
国のアーティストから見れば、2 名とも勤勉な日本人の気質であるとも映った
が、スタジオに篭

こも

って制作に集中する B も、なんの成果も得られないのでは
ないかと不安に陥る A も奇異に見えたようである。
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多くのアーティストにとって、AIR は何より作品制作の余白であり、自国
での生活では得られない対話や経験を得る場として機能している。必ずしもそ
の場で作品や経験を地域に還元する必要はないのである。また AIR 自体も公
的な助成を受けて、専門のスタッフが常駐し、運営されているが、アーティス
トの側に何らかの成果を求めることはない。

日本から来たアーティストは常に、何らかの成果を収めること、また他者か
らの見返りを求められてきたのだろう。もちろん、それはアーティストの年齢
や事情、キャリア形成の意識において大きく異なるものである。まだ若い時期
に作品を旺盛に作ることは必然であったには違いないが、地域社会の中で育ま
れたアーティストの意識、引いては社会に生きる人々のアートへの考え方の違
いを表しているように思われる。

筆者自身はベルギーのカステルレーにある AIR、フランツマゼレールセン
ターに滞在したことがある。そこでは滞在期間中に週に 1 回行われるアーティ
スト同士のミーティングへの参加や滞在終了後に作品を寄贈する義務はあっ
たが、日本の AIR に課される展覧会やトークイベント、地域住民へのワーク
ショップなどの義務は課されてはいなかった。フランツマゼレールセンターは
版画専門の AIR であり、版画という媒体を用いて、画家やデザイナーなどの
アーティストたちが、どのように版画の技法を経験し展開していくのか、アー
ティスト主体でプログラムが組まれていたことを強く実感している。毎日、制
作するアーティストもいる一方で、滞在期間中は AIR での制作よりも AIR を
拠点にしてヨーロッパを周遊し、目的を達成したら、本来の終了時期を待たず
にプログラムを終えるアーティストもいた。文化的な違いと言われればそれま
でであるが、殊更アーティストに対して義務や献身を求める日本の姿勢には疑
問を持たざるを得ない。
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第 5 節　お わ り に

2020（令和 2）年 4 月 16 日に発令された新型コロナウィルス禍における緊
急事態宣言の拡大に伴って、全国各地の観光事業、中小企業事業者に大きな
打撃を与えたことは記憶に新しい。このコロナ禍においては、ライブハウスや
ミュージシャン、それを取り巻く多くのイベント事業者、特にフリーランスの
個人事業主らが当初は、国からの支援も受けられず、窮地に立たされた。本稿
において取り上げたアーティストやギャラリスト達も、その業務を休止し、展
覧会やアートフェアなどの活動の中止を余儀なくされた。いち早く、切り捨て
られた様にも見える、このような国内のアーティスト達の状況にあって、ヨー
ロッパの先進国、例えばドイツでは、2020（令和 2）年 5 月 7 日にメルケル首
相が「連邦政府は芸術支援を優先順位リストの一番上に置いている」20）との声
明と州ごとの支援をドイツ国民・アーティスト達に向け発表した。日本におい
ても、文化庁が芸術家や芸術家団体への支援策を明らかにし、各自治体も独自
の支援策を打ち出してはいる。しかし、ドイツの例を見るように為政者からの
直接の言葉がどれほど人々の不安を和らげ勇気付けるのか、芸術・文化への手
厚い支援を常とするヨーロッパの文化的成熟度と共に、国家・社会の文化芸術
に対する意識の差について見せられた思いを持った人々は数多くいたはずであ
る。
「表現の不自由展・その後」においては、表現の自由を求める声も数多く上

がった一方で、SNS を中心として多くの批判が挙がった。SNS で見る批判の
多くは、「反日に類する表現は、公的な助成の中で行うことではなく、個人的
な発表の場で行うのが望ましい」との意見に集約されるだろう。また、新型コ
ロナウィルス感染症の安全面での配慮から中止となったひろしまトリエンナー
レにおいては、プレイベントの作品「百代の過客」について、同様の批判から
当初の運営体制を変更し、新体制に変わることとなった。この突然の方針変更
への批判に対し、広島県知事は「広島は愛知とは違う。広島は芸術祭と観光祭
のハイブリッドだ。（新体制で）一流のアーティストが来ないのならしかたな



第 3 章　地方創生とアーティスト　49

い」21）と述べ、結果、ディレクターの辞任とアーティスト約 30 組の出展辞退
にまで至っている。「ジャパン・アンリミテッド」における外務省公認取り消
し問題においては、「表現の不自由展・その後」に参加したアーティスト 2 組
の展示に伴って、公認取り消し問題にまで発展したのに対し、主催者側のオー
ストリアは「表現の自由は守られなければならない」との声明を発表してい
る 22）。

日本でアートの浸透を促す取り組みはこれまでも各所で行われており、芸
術祭は地方創生と共に文化振興の役割も負っていたはずである。しかし結局、
アートに求められていた役割は観光に伴う地域経済への貢献であって、単なる
流行に過ぎなかったことがこれらの事件によって明らかになったといえる。芸
術祭によってアートが地域振興と観光の目玉として用いられることに異議は
ない。ただ、それがアートを人畜無害なものとして機能することを前提とし、
アーティストに素朴な献身を求める姿勢は行政のあり方として余りに文化芸術
への知見が浅く、幼いのではないか。物議を醸す作品の排除は、自分たちにとっ
て都合良くアートを利用する、御都合主義にしか見えないだろう。

今日、為政者の長期的な展望を欠いた政策は、科学技術振興・学術振興にお
いても目に余るようになってきた。あらゆる面において、朝三暮四の猿ではな
い、長期的な視点に立脚した政策が強く求められている。

注
1）　文化庁『文化芸術関連データ集』　https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/

seisaku/15/03/pdf/r1396381_11.pdf（2020 年 7 月 1 日確認）。
2）　八田誠『統計で見る芸術家の姿』　https://www.libertas.co.jp/report/20110624creator.

html（2020 年 7 月 1 日確認）。
3）　ホワイトキューブとは、美術館やギャラリーにおける何もない真っ白な壁の展示空間を指

し、不純物を極力廃して、その場に作品を展示することによって、作品の中立性を担保する
空間のことを指す。

4）　小学校学習指導要領「図画工作」には、鑑賞の指導に当たり配慮すべき事項、第 3 指導計
画の作成と内容の取り扱いの事項において「各学年の『B 鑑賞』の指導に当たっては、児童
や学校の実態に応じて、地域の美術館などを利用したり、連携を計ったりすること」との記
載がある。文部科学省『平成 29 年告示　小学校学習指導要領図画工作編』p.148。
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5）　嶋崎吉信「美術館のボランティアを考える」嶋崎吉信・清水直子編著『がんばれ美術館ボ
ランティア』淡交社、2001、p.9。

6）　サムワンズガーデン制作「世界の、アーティスト・イン・レジデンスから」BNN 新社、
2009、p.9。

7）　萩原康子「わが国のアーティスト・イン・レジデンス事業の概況」『AIR_J 日本全国のアー
ティスト・イン・レジデンス　総合情報』https://air-j.info/article/reports-interviews/
now00/（2020 年 7 月 1 日確認）。

8）　前掲注 7）
9）　ニコラ・ブリオーが「関係性の美学」おいて示したリレーショナル・アートとは「作品の

制作を最終目的とせず、観客や場との関係性によって、その意味を変える芸術」のことであ
る。松井みどり「アート：“芸術”が終わった後のアート」朝日出版社、2002、pp.160–161。

10）　山本さつき「14 の点たち ─ アートスペース dot の第一期活動」『名古屋造形芸術大学短
期大学部紀要』13 巻、2007、p.128。

11）　前掲注 10）、p.129。
12）　井上明彦編集「自由工場記録集　1993.12.5–1995.3.31」、自由工場、1997、pp.14–15。
13）　スタジオ食堂は中山ダイスケ・須田悦弘ら若手ながら注目を集めたアーティスト 9 名に

よって運営されていた東京立川にある廃工場からスタートした共同アトリエである。後に廃
工場から移転しキュレーターの沼田美樹らの加入によってアートセンターとしての機能も持
つこととなったが、2000 年に活動を休止している。休止には熊倉純子が様々な理由について
考察しているが、「余暇的でボランタリーな活動の域を越えることができなかった」という
沼田の弁にもある通り、運営スタッフが他所で運営資金を得なければならない状況が強く影
響したものと考えられる。熊倉純子「アートの家がまちに生まれる可能性 ─ 拠点づくりと
組織運営」ドキュメント 2000 プロジェクト実行委員会『社会とアートのえんむすび 1996–

2000』トランスアート、2001、p.172。
14）　フィンランド在住でユバスキュラにあるアーティスト・イン・レジデンス「Ratamo」の

スタッフでアーティストの石山直司氏から伺ったところによると、フィンランドのアーティ
ストの公的助成は Arts Promotion Centre Finland（https://www.taike.fi/fi/etusivu）と
The Finnish Cultural Foundation（https://skr.fi/）がその代表であり、フィンランド人
アーティストに広く認識され浸透しているとのことであった。

15）　吉澤弥生『芸術は社会を変えるか？ 文化生産の社会学からの接近』青弓社、2011、
p.205。

16）　前掲注 15）、p.209。
17）　白川昌生『美術館・動物園・精神科施設』水声社、2010、p.102。
18）　藤田直哉編著『地域アート　美学／制度／日本』堀之内出版、2016、pp.375–379。
19）　萩原康子「わが国のアーティスト・イン・レジデンス事業の概況」『AIR_J 日本全国のアー
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ティスト・イン・レジデンス　総合情報』、https://air-j.info/article/reports-interviews/
now00/（2020 年 7 月 1 日確認）。

20）　WEB 版『美術手帖』2020 年 5 月 16 日　https://bijutsutecho.com/magazine/news/
headline/21933（2020 年 7 月 1 日確認）。

21）　WEB 版『美術手帖』2020 年 4 月 9 日　https://bijutsutecho.com/magazine/news/
headline/21676（2020 年 7 月 1 日確認）。
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参考文献
熊倉純子監修『アートプロジェクト　芸術と共創する社会』水曜社、2018。
藤野一夫・秋野有紀・マティアス・T・フォークト編『地域主権の国　ドイツの文化政策　人

格の自由な発展と地方創生のために』美学出版、2017。
川口幸也編『展示の政治学』水声社、2009。
藤野一夫＋文化・芸術を活かしたまちづくり研究会『基礎自治体の文化政策』水曜社、2020。

（児玉　太一）　



52　第1部　地域づくりを支える政策

第 1 節　は じ め に

鳥取県中央部に位置する鳥取中部圏域（倉
くらよし

吉市、湯
ゆ

梨
り

浜
はま

町、三
み

朝
ささ

町、北
ほく

栄
えい

町、琴
こと

浦
うら

町）および岡山県北部の真
ま

庭
にわ

市蒜
ひる

山
ぜん

地域（以下「岡山・蒜山地域」ま
たは「蒜山地域」という）においては、（一社）鳥取中部観光推進機構（旧・とっ
とり梨の花温泉郷広域観光協議会。以下「推進機構」という）の枠組みを通し
て2005（平成 17）年から観光推進における広域連携（以下「広域観光連携」
という）に本格的に取り組んでいる。
この連携は2県・6市町（自治体）の区域にわたる広域観光連携で自治体、

広域連合および民間団体（観光協会・旅館組合など）を中心に構成・運営され
ておりボトムアップでの広域観光連携といえるが、蒜山地域は自治体の一部区
域に留まっており、しかも自治体（真庭市）はメンバーに入らず民間団体（蒜
山観光協会）のみが加わるという珍しい連携のあり方である。では、鳥取県内
5市町に県境を越えた蒜山地域が加わるという連携は、どのように行われてい
るのか。そして、なぜ持続しているのか。
本章では鳥取中部圏域および岡山・蒜山地域（以下「両地域」という）の

広域観光連携について、地域概況、推進体制および具体的取組みを説明した上
で、この連携が持続している要因について考察する。その上で、今後の両地域
の広域観光連携のあり方を展望する。
結論を先に述べれば、まず両地域の広域観光連携は自治体も関与しつつ民

第 4 章

県境を越えたボトムアップでの広域観光連携
─ 鳥取中部圏域および岡山・蒜山地域 ─
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間主導の性格が強いことを示す。そして、連携が持続している主な要因として
は、①元々の地域間のつながりが存在し、②双方の観光地としての存在感が
大きく相互補完的であるという地域特性上および地域資源上の背景が挙げられ
る。加えて、③交通網整備のタイミングを捉えて連携を発展させており、④
元々存在する連携枠組みを活用するという連携のあり方も要因に挙げられる。
特に④は、隣接地域に既存の広域観光ネットワークへのメンバーシップを与え
ることを意味しており、自治的な広域ガバナンス形成として本事例のモデル的
特徴と捉える。その上で、さらなる広域連携ニーズへの対応策として広域観光
団体同士の連携強化について展望する。
本事例の考察を通して、地域の実状に応じた広域観光連携のあり方について

他地域でも参考となるヒントを提供したい 1）。

北栄町

蒜山地域
（岡山県
  真庭市）

倉吉市 三朝町

湯梨浜町琴浦町

鳥
取
県

参考：とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会（現・（一社）鳥取
　　　中部観光推進機構）作成資料を加工して筆者作成。

図表 4–1　鳥取中部圏域および岡山・蒜山地域概況図
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第 2 節　両地域の概要

本節では鳥取中部圏域および岡山・蒜山地域のそれぞれについて、地域特
性、主な観光資源、圏域や地域が形成された経緯、交通アクセスの状況につい
て述べた後、両地域のつながりについて説明する。
両地域は海岸エリア（鳥取中部圏域）と高原エリア（蒜山地域）という地域

特性上の違いはありながら、古くから山陰と山陽をつなぐ陰陽連絡道を通して
つながりが深く、現在に至るまで道路整備が継続的に行われてきたことで観光
圏としてのまとまりが生まれていることを示す 2）。

1　鳥取中部圏域

鳥取中部圏域は鳥取県の中央部に位置し、旧・伯
ほう

耆
き

国の東側（東伯耆）エリ
アの5市町から成る広域エリア（リージョン）であり、図表4–2からも分か
るように中心都市は倉吉市である。市町村数は昭和の大合併（1953～ 61（昭
和28～ 36）年）で41町村から10市町村に、平成の大合併（1999～ 2010（平
成 11～ 22）年：本圏域は 2004～ 2005（平成 16～ 17）年）で 10市町村か
ら5市町に減少している 3）。国（自治省・総務省）の広域連携制度・施策を積
極的に活用しており、現在は鳥取中部ふるさと広域連合（1998年設立。以下
「中部広域連合」という）のほか定住自立圏施策も活用している（池原2020：
pp.40–42）。なお、倉吉市は鳥取中部圏域の4町および蒜山地域の全てと境界
を接しており、図表4–1のとおり地理的にも中心的な位置にある。
この圏域は海岸部、平野部、中山間地を含む地域で、観光地としては宿泊地

でもある4つの温泉（三
み

朝
ささ

・はわい・東
とうごう

郷・関
せきがね

金）が核にあり、倉吉白壁土蔵
群（重要伝統的建造物群保存地区）および青山剛昌ふるさと館（『名探偵コナ
ン』の作者を顕彰）などが加わる。また、琴浦町は県外にも販路を持つ大山乳
業協同組合（白バラ牛乳）の本所が存在するなど、乳業・畜産・水産物の生産
が盛んである。圏域全体の年間観光入込客数は180～ 220万人程度（2015～
19（平成27～ 31）年度）であり 4）、宿泊者数は60万人程度（推進機構集計）
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となっている。
交通アクセスについて、鉄道は東西方向にJR山陰本線が通じており、倉吉

駅は京阪神方面からの特急「スーパーはくと」の終点である（一部は鳥取駅止
め）。1985（昭和60）年までは倉吉駅から国鉄倉吉線が分岐しており、この路
線を延長して蒜山地域を経由し中国勝山駅（姫新線）に接続する「南

なん

 勝
しょう

 線」
計画があったが、国鉄経営再建の一環で倉吉線が廃止されたため計画は頓挫し
ている。
道路交通については国道9号（高規格道路部分は「山陰道」と呼ばれる）が

東西方向の幹線である。南北方向は湯梨浜町─倉吉市─三朝町─岡山・鏡
野町─中国自動車道（院庄 IC）方面へと抜ける国道179号と、北栄町─倉
吉市─蒜山地域─米子自動車道（湯原 IC）方面へと抜ける国道313号が幹
線となっている。なお、後述のとおり、国道313号については地域高規格道路
「北条真庭道路」の整備が進行中である。

図表 4–2　鳥取中部圏域および岡山・蒜山地域の概況（2015 年）

区分
人口 
（人）

面積 
（㎢）

人口密度 
（人／㎢）

鳥取中部 
圏域

倉吉市  49,044 272.06 180.3
湯梨浜町  16,550   77.94 212.3
三朝町     6,490 233.52   27.8
北栄町  14,820   56.94 260.3
琴浦町  17,416 139.97 124.4

小計（A） 104,320 780.43 133.7

岡山県 
真庭市

（全体）  （46,124） （828.53）  （55.7）

蒜山 
地域

旧・川上村     1,926   77.94   24.7
旧・八束村     2,604   61.19   42.6
旧・中和村       596   47.73   12.5
小計（B）     5,126 186.86   27.4

対象エリア 計（A＋ B） 109,446 967.29 113.1

参考：総務省統計局『平成 27 年国勢調査人口等基本集計』（2016 年） 
　　　（https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/kekka.html）を基に筆者作成。
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高速バスは、倉吉市から大阪・神戸、岡山、広島への便が通じている。航空
路線は東京便が発着する鳥取砂丘コナン空港が最も近く、倉吉駅から連絡バス
で45分程度である。

2　岡山・蒜山地域

蒜山地域は岡山県の北端部に位置し、もともとは旧・真庭郡の3村（八
や つ か

束
村・川

かわかみ

上村・ 中
ちゅう

 和
か

村）にわたる広域エリア（リージョン）であり蒜山三村
とも呼ばれていた。昭和の大合併では3村とも合併が行われないまま推移し、
平成の大合併では蒜山三村での合併構想もあったけれども、結局2005（平成
17）年に9町村が合併して真庭市となったことで自治体の一部エリア（サブ・
リージョン）となり 5）、現在は市の出先機関として蒜山振興局が設置されてい
る。特に旧・八束村と旧・川上村との関わりは深く、蒜山観光協会設立（1951
（昭和26）年）には両村が参画しており、小中学校の設置・運営など教育委員
会事務すべてについて共同処理を行う全国でも珍しい一部事務組合（蒜山教育
事務組合）も設置していた。
真庭市の面積は岡山県内で最も広い829㎢で 5市町から成る鳥取中部圏域

（780㎢）よりも広く、蒜山地域（187㎢）だけでも北栄町と琴浦町を合わせた
面積（197㎢）に匹敵する。太田昇真庭市長は「9か町村が合併した真庭市そ
のものがすでに“圏域”」（太田ほか2019：p.29）と指摘しているように、ま
さに広域合併により成立した自治体といえる。
蒜山地域には「蒜山三座」と呼ばれる3つの1,000メートル級の山々（上蒜

山・中蒜山・下蒜山）があり、周辺エリアは大
だいせん

山隠岐国立公園に属している
（1963（昭和 38）年編入）。この山々の麓に蒜山高原（標高約500～ 600メー
トル）が広がっており、八束・川上エリアでは涼しい気候を活かして「西の軽
井沢」とも呼ばれる高原リゾート地が形成されている。人口は5,000人程度で
あるが年間観光入込客数は200～ 250万人程度（2015～ 19（平成 27～ 31）
年度）であり、岡山県内では倉敷美観地区に次ぐ主要観光地である 6）。食・グ
ルメに関しては乳牛（ジャージー牛）の育成が盛んで、近年はB級グルメ「ひ
るぜん焼そば」が「第6回B–1グランプリ in姫路」（2011（平成 23）年）に
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おいて優勝（ゴールドグランプリ受賞）したことで全国ブランド化している。
道路交通については図表4–3に示すように、主要道路として米子自動車道

が通っており蒜山 ICから米子 ICまでは30分程度である。また、南北方向に
は国道313号、東西方向には国道482号が通っているけれども、国道482号
については蒜山地域の北東側は三朝町、西側は江

こう

府
ふ

町と、両側とも鳥取県に挟
まれている。蒜山地域から鳥取・大山方面には観光道路である「蒜山大山スカ
イライン」（県道114号）が通じている。
一方、蒜山地域には鉄道が通じておらず、真庭市内の主要駅は中国勝山駅

（姫新線）であるけれども、津山・新見方面へのローカル列車のみの運行であ
る。高速バスについても蒜山地域を始発・終点とする路線は存在しないが、地
域内および近隣の米子道・二

ふたかわ

川 B
バスストップ

S では倉吉・米子・鳥取発着便の一部（岡
山・大阪・広島便）で乗降可能であり、その他真庭市内からは岡山・大阪・広
島・東京（夜行）への便が運行されている。航空路線に関しては米子鬼太郎空
港から蒜山 ICまで 1時間程度、岡山桃太郎空港から蒜山 ICまで 1時間 20分

図表 4–3　岡山・蒜山地域周辺地図

参考：国土地理院ウェブサイト掲載地図（https://maps.gsi.go.jp）（2020 年 5 月 22 日最終
アクセス）を加工して筆者作成。
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程度であるけれども、直通のリムジンバスなどは運行されていない。
このように蒜山地域はJRや飛行機を使った場合のアクセスに制約があるた

め、後述するように自家用車やレンタカーでの周遊が中心のエリアとなってい
る。

3　両地域のつながり

両地域は地理的に隣接しており、古くから犬
いぬ

 挟
ばさり

 峠を経由して山陰と山陽を
つなぐ陰陽連絡道（伯耆往来・作州往来）が通っていたことから経済上・生活
上のつながりが深く、両地域の広域観光連携が行われる基盤となっている。ま
ず、両地域の住民生活や経済・観光に関わるつながりを示す代表的なデータを
紹介したい。
1つ目は通勤通学者数について、真庭市と倉吉市との間では相互の流出・流

入が100人を超えている。真庭市から見れば流出・流入とも倉吉市は自治体と
して7番目の多さであり、県外自治体ではトップである 7）。2つ目は経済（購
買）圏に関して、少し古いデータだが旧・八束村民を対象としたアンケート調
査（1995（平成7）年実施）では衣料品や耐久消費材の購入地として倉吉市が
50％を超える状況であった（八束村『第4次八束村振興計画』（1996）：p.73）。
3つ目も経済圏に関してだが、倉吉信用金庫（本店：倉吉市）は鳥取中部圏域
外の唯一の支店として真庭支店（旧・川上村内）を開設しており蒜山観光協会
の会員でもある。なお、蒜山関係者へのインタビュー調査においても、買い
物、娯楽、医療・出産などのため倉吉市や米子市周辺にはよく出かけるとのこ
とであった。
そして4つ目は、本章のテーマに直接関わる観光圏、すなわち観光客の流

動についてである。（一社）真庭観光局（真庭市および真庭郡新庄村を管轄。
以下「真庭観光局」という）により行われた委託調査（2019（令和元）年度）
によれば、蒜山地域への来訪前に鳥取県を訪問した観光客の比率は19.0％、蒜
山地域への来訪後に鳥取県へ訪問した観光客の比率は19.8％であり 8）、単純に
合計すれば蒜山地域と鳥取県とを周遊した観光客の比率は約4割に達する。も
ちろん、鳥取中部圏域─蒜山地域─鳥取西部圏域というように蒜山来訪の前
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後とも鳥取県を訪問する観光客も存在すると考えられるが、その重複分を除い
たとしても蒜山地域と鳥取県には観光圏としてのまとまりが構成されていると
いえよう。
歴史的に振り返れば、蒜山地域と鳥取県との強いつながりを象徴する出来事

として、蒜山地域による鳥取県への編入運動である「分県騒動」（1948（昭和
23）年）が挙げられる。これは戦時中から戦後直後の県単位での食糧配給化に
伴い鳥取県側からの物流が途切れたことで蒜山地域の住民に不満がたまり、蒜
山三村の農協を中心に鳥取県への編入に向けて陳情や請願などが行われたとい
う出来事であった。鳥取県側も蒜山地域の編入を歓迎していたけれども、結
局、岡山県知事が県議会で善処すると約束したことで収束している 9）。
さらに、戦後の高校教育においては蒜山地域から鳥取中部圏域への進学が可

能な時期もあった。それは1949（昭和24）年から75（昭和50）年にかけてで
あり、蒜山地域は岡山・真庭圏域に加えて鳥取中部圏域への進学が可能な二重
学区となっていた（八束村史編纂委員会1982：pp.787–788、pp.796–797）。実際、
鳥取県立倉吉東高等学校（鳥取中部圏域内の進学校）には年間数人程度の進学
実績があり（川上村史編纂委員会1980：pp.913–915）、当時の関係者へのイン
タビュー調査によれば親戚や下宿などへの住み込みが行われていたという。
それでは、なぜ蒜山地域と鳥取県、とりわけ鳥取中部圏域との間にはこの

ような強いつながりが生まれ、現在まで継続しているのだろうか。それは、先
述のように地理的に隣接していて古くからの交通路が通じていたことが基盤に
あるが、加えて現在に至るまで道路整備が継続して行われてきたことが影響し
ていると考えられる。観光圏の形成においては交通アクセスが大きく影響する
が、先述のとおり蒜山地域は鉄道や航空路線のアクセスに恵まれておらず、来
訪客の9割近くが自家用車またはレンタカー利用との調査結果もあるため（真
庭市2020：p.18）、道路交通のあり方が決定的に重要となる 10）。
両地域を結ぶ国道313号においては現在も地域高規格道路「北条真庭道路」

（約50km）が整備中であり、後述のとおり国道9号分岐（北栄町）から蒜山
地域までの開通（2027（令和9）年目標）に向けて工事が進行している。1997
（平成9）年には「犬

いぬ

 挟
ばさり

 峠道路」（9km）が先行開通し、倉吉市街から蒜山 IC
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まで40分程度とアクセスが大きく改善した。この犬挟峠道路を通って真庭市
コミュニティバス「まにわくん」中曽─関金線（日曜日を除き1日 3便）が
運行されており、終点の関金温泉では倉吉駅への路線バスに連絡している。
ただし、蒜山地域と鳥取県とのつながりについては鳥取西部圏域に関しても

存在することに留意する必要がある。鳥取西部圏域に向けては古くから中国地
方最高峰・大山へ向かう大

だいせん

山往
おうらい

来や江府町へ向かう道が通じており、蒜山大山
スカイライン（1970（昭和45）年開通）、米子自動車道（1992（平成4）年開
通）、国道482号・下

さが

蚊
り

屋
かや

バイパス（2012（平成24）年開通）などが整備され
てきた。定番の観光ガイドブックである『るるぶ』『まっぷる』では、鳥取県
版と岡山県版の双方において大山・蒜山地域を一体の観光エリアとして紹介し
ており、広域的な山岳・高原エリアとしての観光ブランドが構築されている。

第 3 節　広域観光連携の推進体制および具体的取組み

本節では、両地域の広域観光連携の推進体制および具体的取組みについて
説明する。まず広域観光連携の推進体制として推進機構（（一社）鳥取中部観
光推進機構）の概要を説明し、主要関係団体の連携に対する意向を確認した上
で、具体的な広域観光連携取組の内容について説明する。なお、主な経過は図
表4–4のとおりである。
両地域の連携は蒜山観光協会が推進機構に加入することで進められており、

自治体（真庭市）は直接加わらず民間主導による広域連携という性格が強いこ
とを示す。その上で、両地域を対象としたスタンプラリーやバスツアーを中心
に具体的な取組内容および成果について紹介する 11）。

1　推 進 体 制

両地域の広域観光連携は推進機構により具体的な取組みが行われている。推
進機構は全24団体で構成され、鳥取中部圏域の自治体（1市4町）、広域連合、
観光関連団体および鳥取県（中部総合事務所）に加えて蒜山観光協会も構成団
体となっている。推進機構は2016（平成28）年に設立された比較的新しい法
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図表 4–4　鳥取中部圏域及び真庭／蒜山地域の主要観光関連年表

年 鳥取中部圏域 真庭／蒜山地域 交通その他

1948 　 　
蒜山三村「分県騒動」（鳥取県への編入運
動）

1951 　 蒜山観光協会設立 昭和の大合併（1953–61） 
・鳥取中部：41 町村→ 10 市町村 
・蒜山：3村→ 3村（合併なし）

1963 　
蒜山地域が大山隠岐国立公園に
編入

1970 　 　 大山蒜山有料道路（スカイライン）開通

1972 鳥取県中部観光協会設立 　 　

1975 　 　 中国自動車道（吹田 IC～落合 IC）開通

1985 　 　 国鉄倉吉線廃止（南勝線構想が挫折）

1992 　 　 米子自動車道開通

1994 　 　 智頭急行線開通

1996
とっとり梨の花温泉郷連絡
協議会設立（事務局：三朝
温泉旅館協同組合）

　 　

1997 　 　 犬挟峠道路（R313）開通

2005
とっとり梨の花温泉郷広域
観光協議会設立（事務局：
倉吉市）

真庭市観光協会設立 平成の大合併（1999–2010） 
・鳥取中部：10 市町村→ 5市町 
・蒜山：3村→ 1市（真庭市の一部） 
　※真庭市（2005 ～）は 9町村合併

2006 　
真庭観光連盟設立（真庭市およ
び真庭村新庄村を管轄）

2008 　 真庭観光連盟を公益財団法人化

2010

・梨の花協議会の事務局を
鳥取中部ふるさと広域連
合へ移管

・鳥取中部国際観光サポー
トセンター設立

　

〈整備中〉 
・山陰道（北条道路） 
　2026 完成目標 
・北条真庭道路（北条～蒜山） 
　2027 完成目標 
・米子自動車道 
　順次拡幅

2013 　
・真庭観光連盟を一般社団法人化
・旅行業（地域限定）登録

2016
・（一社）鳥取中部観光推
進機構設立

・旅行業（第 3種）登録
　

2017
鳥取中部観光推進機構が
観光庁DMOに登録

　

2018 　
・（一社）真庭観光局に改組 
・旅行業（第 2種）登録

2020 　 真庭観光局が観光庁DMOに登録

参考：筆者作成。
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人であるが前身のとっとり梨の花温泉郷広域観光協議会（以下「梨の花協議
会」という）は2005（平成17）年に任意団体として設立されており、梨の花
協議会の設立にあわせて蒜山観光協会が加入したことで両地域の広域観光連携
が本格的に始まった。そのため、現在では15年以上にわたる広域連携取組み
となっている。
歴史をたどれば、梨の花協議会は「とっとり梨の花温泉郷連絡協議会」

（1996（平成 8）年設立。以下「梨の花連絡協議会」という）および鳥取県中
部観光協会（1972（昭和 47）年設立）という2つの任意団体が統合して設立
されたものである 12）。前者の梨の花連絡協議会は、交通網の整備が大きな契
機となって設立された。具体的には関西方面への鉄道高速化（1994（平成 6）
年智頭急行線開通）、米子自動車道開通（1992（平成 4）年）および国道313
号・犬挟峠道路開通（1997（平成9）年）などであり、交通網整備に伴う観光
圏の広域化に対応した体制整備と位置付けられる。
さらに梨の花協議会への再編は平成の大合併と同じ時期に行われた。関係者

インタビューによれば、この再編は市町村合併とは別の場で調整されたようだ
が、鳥取中部圏域での合併（10市町村から5市町）は2004（平成16）年から
2005（平成 17）年にかけて行われていることから、市町村合併に伴う自治体
の広域化に対応した体制整備と位置付けられる。なお事務局については、梨の
花協議会設立後しばらくは倉吉市が担当したが、2010（平成 22）年に中部広
域連合へ移管され、2016（平成 28）年の推進機構設立までは中部広域連合が
事務局を担っていた。
現在、推進機構は法人格を持ち独立の事務局とプロパー職員（事務局長以

下）を有しているが、基本財産（300万円）は全て中部広域連合が出資してい
る。また、毎年度の収入は構成団体からの負担金や事業収入に加えて中部広域
連合からの広域観光連携モデル事業委託費（3,000万円、うち半額は鳥取県か
ら補助）が存在し、全体収入の半分程度の比率を占めている。そのため推進機
構は中部広域連合による広域観光施策の実施組織（エージェンシー）的な性格
を有しているといえるが、会長は梨の花協議会時代から民間団体の長（温泉旅
館組合長）が就任しており官─民（行政─民間）の連携という性格も有する。
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なお県との関係について少し触れると、鳥取県は2001（平成13）年に「とっ
とり梨の花温泉郷づくり推進本部」を設置し、主体的に鳥取中部圏域の広域観
光体制に関する検討・調整を行った時期もあったが、基本的にはサポート役に
徹している。
推進機構の主な事業は、観光情報発信、国内外への誘客プロモーション、広

域周遊促進、受入環境整備である。特にインバウンド（外国人観光客）誘客に
関しては、梨の花協議会時代の2010（平成22）年に鳥取中部国際観光サポー
トセンターを設立し、海外プロモーション、情報発信、受入環境整備などに取
り組んできた。このインバウンド誘客の活動が地元関係者に広域観光推進の重
要性を再認識させることになり、推進機構は2016（平成28）年に一般社団法
人化および旅行業登録（第3種）を行い、さらに翌2017（平成29）年には観
光庁の日本版DMO（観光地域づくり法人）の第1弾グループとして登録され
ることにつながっている 13）。
蒜山地域では先述のとおり蒜山観光協会（1951（昭和26）年設立）が推進機

構に加入し、協会長は推進機構の理事に就任している。一方、真庭市全域を含
むDMOである真庭観光局は2020（令和2）年に日本版DMOに登録されてい
るけれども、真庭市と同様、両地域の連携の枠組みに直接は加わっていない。

2　主要関係団体の連携意向

具体的な連携内容を説明する前に、主要関係団体が両地域の連携に関してど
のような意向を持っているのかを確認しておきたい。図表4–5は、中部広域
連合、倉吉市、推進機構、真庭市、蒜山観光協会および真庭観光局の計6団体
が、それぞれの計画などにおいて両地域の連携に関してどのような意向を持っ
ているかを整理したものである。
先述のとおり推進機構および蒜山観光協会が両地域の連携主体であるけれ

ども、それに加えて真庭観光局が推進機構との連携を行うことを計画に明記し
ており、DMO化を契機に推進機構との連携を強化する姿勢を示していること
が注目される。一方、中部広域連合や自治体（倉吉市・真庭市）はDMOの
体制整備や支援を行う中で触れる形に留まっている。そのため、両地域の連携
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図表 4–5　鳥取中部圏域および岡山・蒜山地域の連携に関する主要関係団体の意向

区分 関係団体 計画名称等 策定年
両地域の連携に関する記述

記載内容

鳥取
中部
圏域

行政

鳥取中部
ふるさと
広域連合

第 2 次鳥取中部広
域観光ビジョン

2019 ○

・鳥取中部観光推進機構を中心
とする広域観光取組について
記載

・鳥取県東部・西部や岡山県北
部（蒜山地域等）との連携強
化による情報発信について記載

倉吉市

倉吉市まち・ひと・
しごと創生総合戦
略（改訂版）

2020 ○

広域観光連携を推進するため、
鳥取中部圏域および蒜山地域で
組織する「とっとり梨の花温泉
郷広域観光協議会」の DMO化
について記載

第 11 次倉吉市総
合計画後期基本計
画

2016 ○

観光振興に関して、鳥取中部圏
域および蒜山地域を含む鳥取中
部観光推進機構との連携による
情報発信等について記載

民間

（ 一 社 ）
鳥取中部
観光推進
機構

（定款、役員） 2016 ◎
・蒜山地域を区域に含む
・蒜山観光協会長が理事に就任

日本版DMO形成・
確立計画

2017 ◎
・蒜山地域を区域に含む
・関係都道府県・市町村に岡山
県および真庭市を含む

岡山・
蒜山
地域

行政 真庭市

真庭市まち・ひと・
しごと創生総合戦
略（延長改訂版）

2020 △
観光推進体制に関して、鳥取・島
根両県および市町村との連携によ
る広域観光振興について記載

真庭市蒜山地域振
興計画

2020 ○

現状の鳥取中部観光推進機構等
との広域連携取組に触れつつ、
倉吉、米子、皆生温泉、境港等
との連携強化の方向性を記載

民間

蒜山観光
協会

（鳥取中部観光推
進機構　役員）

2016 ◎
鳥取中部観光推進機構に参画（協
会長が推進機構の理事に就任）

（ 一 社 ）
真庭観光
局

日本版DMO形成・
確立計画

2019 ○
蒜山地域を対象区域とする鳥取
中部観光推進機構との連携強化
について記載

参考：筆者作成。
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については民間が前面に立って自治体や広域連合がサポートする形となってお
り、自治体主導の広域連携（自治体間連携）というよりも民間主導の広域連携
（広域ガバナンス）という性格が強いといえる。

なお、真庭市および（一社）真庭観光連盟（現・真庭観光局）は『真庭市観
光戦略』（2017（平成29）年。以下『戦略』という）の中で真庭地域の観光振
興体制に関する改革構想を示している。その行方によっては両地域の連携のあ
り方に変化が生じる可能性があるので、その概要を紹介しておきたい。
真庭市内には真庭観光局のほか狭域エリアに4つの観光協会（蒜山・湯原・

勝山・北房）が存在するけれども、『戦略』ではこれらの4団体について広域
観光組織との連携強化あるいは統合を行う方針が示されている。具体的には2
つの案が提案されており、第1案は情報発信と観光客受入窓口のみを広域観光
組織に一元化するもの、第2案は4つの観光協会を組織ごと広域観光組織に統
合するというものである。
真庭観光局は真庭市合併（2005（平成 17）年）後に設立された真庭観光連

盟（2006（平成18）年設立）が前身で、真庭観光連盟を改組する形で2018（平
成 30）年に設立されており、梨の花協議会および推進機構と同様に市町村合
併に伴う自治体の広域化に対応して体制整備が行われたものである。そしてこ
の『戦略』は、広域観光組織の整備に伴い狭域単位の観光協会との再編を狙っ
たものといえよう。
実際に情報発信については、2019（令和元）年、各観光協会のホームペー

ジを真庭観光局のホームページの下に統合しており機能の一元化が進みつつあ
る。今後どこまで統合が進むかは未定だが、今後の両地域の連携のあり方を考
えるに当たっては真庭観光局と蒜山観光協会との関係の変化に注目する必要が
ある。

3　両地域の広域観光連携取組み

それでは両地域の具体的な広域観光連携取組みについてであるが、全体取組
みとしては情報発信（パンフレット・ホームページ・SNSなど）、旅行会社（国
内外）への誘客プロモーション、観光・グルメ関係イベントへの相互出店など
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が行われている。個別取組みとして特に重要であるのは広域周遊取組みである
「6エリアスタンプラリー」と、推進機構が主催旅行社となって催行した両地
域をめぐるバスツアーであり、本項ではこの2つの取組みを紹介したい。
まず6エリアスタンプラリーとは、鳥取中部圏域（1市 4町）と蒜山地域の

計6エリアにおいて観光客の周遊および宿泊を促進するための取組みである。
約30か所の観光施設にスタンプ台が設置されており、異なる3つのエリアの
スタンプを集めて応募すれば抽選で地元特産物（梨・日本酒・お菓子など）が
賞品として当たる仕組みである。宿泊促進のための仕掛けも導入されており、
宿泊者は宿泊施設で2つのスタンプを押すことができるため、宿泊エリア以外
のスタンプを1つ押せば3つのスタンプがそろい応募資格を得る。
スタンプラリーは春・夏・秋の3シーズン（各2か月程度）ごとに実施さ

れており、商品も各シーズンで異なる。近年の応募件数は6千通から7千通の
間であったが、2019（令和元）年度は7,384通と好調であった。このうち蒜山
地域で押されたスタンプは1,960個で、応募者の1/4以上（26.5％）が蒜山地
域と鳥取中部圏域とを周遊していることになり、両地域の周遊促進取組みとし
ての効果が認められる。
6エリアスタンプラリーは梨の花協議会設立（2005（平成 17）年）の後に

スタートしたもので、参加者は比較的簡便に参加できるが運営者にとっては相
応の手間がかかる仕組みである。すなわち、設置場所の調整、パンフレットの
作成・配布、スタンプおよび応募箱の送付と回収、情報発信・PR、賞品の調
整と送付、応募結果の集計と分析などの業務が発生する。しかも春・夏・秋と
賞品が変わるため、それだけ手間も増える。大きな役割分担としては、推進機
構が全体の管理・調整を、各エリアの観光協会やホテル・旅館組合などが地元
対応を担っており、推進機構の構成団体だけでなく観光施設・宿泊施設など多
くの関係者の了解を得なければならない。
にもかかわらず、このスタンプラリーが約15年も続いていることは、多く

の参加者を得ていることに加えて取組みの効果が関係者に広く共有されている
ことを物語る。両地域をつなぐ定番の連携取組みになっているといえよう。
もう一つの主要な広域観光取組みは、2017（平成 29）年から18（平成 30）



第 4章　県境を越えたボトムアップでの広域観光連携─鳥取中部圏域および岡山・蒜山地域─　67

年にかけて催行された日帰りバスツアーである。具体的には「鳥取蒜山とり
ミングバス」（2017（平成 29）年 4～ 9月：毎週日曜日）、「サンキューバス」
（2017（平成 29）年 9～ 12月：毎週土曜日）、「白壁土蔵群・蒜山高原・日本
海をめぐるバスツアー」（2018（平成30）年 7～ 9月：毎週土・日曜日）とい
う3つの種類があった。いずれも朝に倉吉駅・はわい温泉（湯梨浜町）・三朝
温泉（三朝町）を出発して、鳥取中部圏域と蒜山地域の観光地を数か所回り、
夕方に戻ってくるという内容である。
もともと蒜山地域には、先述のとおり JR・飛行機からの交通アクセスに制

約があるという課題があったところ、2018（平成 30）年は JRグループの観
光キャンペーンである「山陰デスティネーション・キャンペーン」が開催され、
2017（平成 29）年はそのプレキャンペーンが行われたため、鳥取県からの呼
び掛けもありこれらのキャンペーンに合わせて催行されたものである。
これら3つのバスツアーは推進機構の募集型企画旅行として催行されており

第3種旅行業登録を行った成果が発揮されている。第3種旅行業者が実施する
募集型企画旅行は原則として営業所が所在する市区町村およびその隣接市区町
村の区域に限られるが、推進機構の所在地である倉吉市は先述のとおり他の5
市町と直接境界を接しているため、6自治体をめぐるバスツアーを催行するこ
とができたものである。
ただし、いずれのバスツアーも1便当たり平均乗車人数は 1桁台であり、

2019（令和元）年以降は催行されていない。特に2018（平成30）年は、西日
本豪雨（平成30年 7月豪雨）の発災に伴い交通網に大きな混乱が生じたこと
が利用の伸び悩みに影響している。その他、PRのあり方、旅行商品としての
販売方法、価格設定などについても課題があったように思われる。
けれども、推進機構が蒜山地域での交通アクセスの制約という課題に対応

し、DMO化したことを活かして両地域での広域的な旅行商品の造成を実現し
たという点では広域観光連携における一つの成果といえるだろう。このバスツ
アーの催行を通して得た課題も踏まえて、今後も試行錯誤しながら様々な広域
観光連携取組みを持続的に展開することが求められる。
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第 4 節　両地域の広域観光連携が持続している要因

以上、両地域における広域観光連携の背景や取組みについて説明してきた。
それでは、なぜ両地域の広域観光連携は持続して行われているのだろうか。
両地域の広域観光連携が持続している主な要因として、本章では以下の4点

に着目する。まず地域特性上および地域資源上の背景として、①地域間のつな
がりが存在しているということと、②双方の観光地としての存在感が大きく、
相互補完的であるということである。加えて連携のあり方として、③交通網整
備のタイミングを捉えて連携を発展させていることと、④元々存在する連携枠
組みを活用しているということである。
この中で本章が特に注目するのは、④の元々存在する連携枠組みを活用し

ているという点である。すなわち、つながりの強い隣接地域に広域観光ネット
ワークへのメンバーシップを与えるという連携手法についてである。
これらの要因に関して両地域における概況を説明すると、①地域間のつなが

りについては第2節 3で説明したとおり両地域では古くからのつながりが現在
に至るまで継続している。②双方の観光地としての存在感の大きさと相互補完
性については、高原地域である蒜山地域は夏季の観光客が中心であるが冬季の
観光客が少なく、また宿泊施設はそれほど多くない。一方、日本海沿岸にある
鳥取中部圏域は「カニと温泉」を求める観光客があるため冬季も大きくは減少
せず、また温泉旅館を中心に宿泊施設も多いため、双方の特徴が異なり相互補
完的である。③交通網整備のタイミングを捉えた連携体制整備については、第
3節 1で説明したとおり鉄道高速化や道路整備（米子自動車道・犬挟峠道路な
ど）が連携強化の大きな契機となっている。
そして本章が注目する④の元々存在する連携枠組みの活用については、平成

の大合併に対応して梨の花協議会を設立することにあわせて蒜山観光協会が加
入し、引き続き推進機構にも加入している。新たな連携枠組みを設けず、既存
の広域観光組織に隣接地域の民間団体が県境や市町村境、そして圏域にこだわ
らず直接メンバーに加わっていることが本取組みのユニークな特徴でありモデ
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ル性であるといえるだろう。
この元々存在する連携枠組みの活用という連携手法は、もちろん地域の実情

に応じてではあるが他地域でも応用可能と考えられる。関係者インタビューの
中で「観光客に行政の境は関係ない」との言葉があったが、観光施策は来訪す
る観光客や旅行会社など外部からのニーズに柔軟に対応していく必要があり、
しかも圏域の重複もそれほど問題とはならない。つながりの強い隣接地域に広
域観光ネットワークのメンバーシップを与えるという連携手法は、地域におけ
る自治的な広域ガバナンス形成のあり方として評価できよう 14）。
なお類似の例として、鳥取西部圏域の代表的な広域観光組織である大山山

麓・日野川流域観光推進協議会（任意団体）がある。もともとは大山山麓観光
推進協議会という名称であったが、2019（平成 31）年には名称に「日野川流
域」を追加して日野町・日南町が加入し、鳥取西部圏域の全9市町村をカバー
することとなった。さらに2019（令和元）年から2020（令和2）年にかけて、
圏域を越えて鳥取中部圏域の琴浦町および倉吉市が「東大山地域」という位置
付けで加入している。

第 5 節　今後の課題

本章の最後に、両地域の広域観光連携に関する今後の課題について展望した
い。人口減少という日本全体を覆う課題はもちろん両地域にも妥当するけれど
も、それに加え大きな変化の方向性として以下の3点が挙げられる。
1点目は、先述した真庭地域における観光推進体制整備への対応である。情

報発信や誘客プロモーションにおける真庭観光局の機能強化が進んでおり、推
進機構には蒜山観光協会に加えて真庭観光局との連携強化が求められる。
2点目は、道路交通網の整備に伴うさらなる観光圏の広域化への対応であ

る。地域高規格道路「北条真庭道路」の北栄町〜岡山・蒜山地域間の完成目標
は2027（令和 9）年であり、加えて山陰道「北条道路」（湯梨浜町～琴浦町：
2026（令和8）年完成目標）の整備に伴い山陰道・鳥取～米子間の全線が開通
することになる。また米子自動車道の拡幅整備（全線4車線化）も順次進行中
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である 15）。
3点目は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴い激減した観光需要

の回復への対応である。当座は国内需要中心の対応となるだろうが、今後のイ
ンバウンド需要の一定回復も見込んだ誘客体制整備が求められる。
これらの変化の課題に対応するための方策として、鳥取中部圏域─岡山・

真庭地域─鳥取西部圏域をトライアングルとする広域観光連携の強化が考え
られるだろう。具体的には、推進機構（鳥取中部圏域）、真庭観光局（岡山・
真庭地域）、大山山麓・日野川流域観光推進協議会（鳥取西部圏域）という3
圏域間での広域観光組織同士の連携強化である。そして蒜山地域は、まさにこ
の3圏域の結節点に当たる。
圏域間連携のテーマとしては、まずはエリア全体での誘客および周遊促進

が重要である。主な取組として高速道路・高規格道路を活用した周遊ルート構
築、米子鬼太郎空港や岡山桃太郎空港を発着する国内外の航空路の活用に加え
て、復調には一定の期間を要するだろうが境港に寄港する国際クルーズ船乗
客の周遊促進が考えられる。これらの取組みを実現するためには、自然に恵ま
れ人口密度も少ないという地域特性を生かしながら、エリア全体に具体的なメ
リットが及ぶような観光ブランドの構築が求められる。あわせて交通アクセス
への対応も必要となるだろう。
また、各広域観光組織で行っている外国人観光客の受入態勢整備（多言語表

示・多言語対応アプリなど）、専門人材育成（多言語対応・トレッキング・サ
イクリングなど）、情報発信、さらに新型コロナウイルス感染症対策などにつ
いて、共同で取り組むことにより効率化を図ることも検討に値する。
一方で、広域化の取組みを進めることで自治や参加の観点が薄れてはなら

ない。各自治体や観光関連団体、そして地域住民が広域での観光取組みを自分
事と感じ続けられるかどうかが重要である。例えば真庭市の『戦略』は住民参
加のワークショップを開催しながら策定されており、現在も真庭観光局では一
般住民からの声を直接吸収する取組みを進めているとのことだが、このような
視点や取組みは極めて重要である。
環境の変化に対応して機能的な連携を柔軟に行いながら、地域関係者や地域
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住民から「自分事」と感じてもらうようにすること。これが広域観光連携にお
ける最も重要な課題であろう。
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部観光推進機構経営状況報告書』（2019）、中村政三「顔の見える産業観光『バイオマスツアー
真庭』」『地域開発』第615号（2016）のほか、（一社）鳥取中部観光推進機構、鳥取中部ふる
さと広域連合、蒜山観光協会および（一社）真庭観光局からの提供資料を参考とした。

12）　梨の花連絡協議会は三朝町、東郷町、羽合町、関金町の4温泉地に倉吉市を加えた5市
町の行政および観光関係団体で、鳥取県中部観光協会は鳥取中部圏域の10市町村の行政お
よび観光関係団体で構成されていた。なお、鳥取県中部観光協会に旧・中和村が加入してい
たとの記述（倉吉市議会会議録（web版）平成9年第2回定例会第2号：1997年3月10日（早
川芳忠市長答弁））があるが、詳細は不明のため別途調査を期したい。

13）　観光庁は日本版DMO（Destination Management/Marketing Organization：2015年
創設）について、複数都道府県エリアの「広域連携DMO」、複数市町村エリアの「地域連
携DMO」、市町村より狭域エリアの「地域DMO」という3類型を設けており、推進機構と
真庭観光局は地域連携DMOに登録されている。なお、全国の地域連携DMOの登録件数は
79件、その候補団体の登録件数は35件で計114件である（2020年 3月末現在）。

14）　戸田・高橋（2007：pp.3–4）は、行政の狭間となりやすい県境地域での広域連携の実践
が国の手によらない広域地域の選択・形成という自治的な意義を有することを指摘している。

15）　鳥取県『鳥取県道路の整備に関するプログラム（一部改正）』（2020）（https://www.
pref.tottori.lg.jp/283809.htm：2020年 6月 11日最終アクセス）。
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